
Title 支那労働組合法の歴史一班
Sub Title
Author 及川, 恒忠

Publisher 慶應義塾理財学会
Publication year 1932

Jtitle 三田学会雑誌 (Keio journal of economics). Vol.26, No.10 (1932. 10) ,p.1889(383)- 1943(437) 
JaLC DOI 10.14991/001.19321001-0383
Abstract
Notes 慶應義塾創立七十五年記念論文集
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00234610-19321001-

0383

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会または出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって
保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守してご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to the respective authors, academic societies, or
publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


r  j 、丨i ||，

J
e
f
B
o
d
:
n
5

時

代

.， 

3
八
二 

(

一
八
八
八)

偶
然
的
で
ぁ
つ
て
、
個
人
的
相
興
、
時
間
的
環
境
、
民
族
、
氣
候
に
依
#

し
、
他
は
固
宛
的
•
銃
一
的
で
ぁ
つ
て
、國
家
の
第
一
條
件
• 

至
上E

的
た
る
F

:

義
の
M

理
に
他
な
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
。

.

逍
記
私
は
こ
の
稿
を
線
に
”
起
し
、
巴
姐
に
て
漸
く
脱
稿
し
た
。
旅
先
き
の
不
便
は
、
斯
る
證
史
的
考
證
に
最
も
必
：f

る
べ
き
文
献 

の
^
獵
を
妒
げ
た
他
日
改
稿
を
阳
す
所
以
で
あ
る
。
因
に
p
ofe
ロ
の
M
o
g卜
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七
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支那勞働組合法の歷史一班

.

及

川

.
恒

忠

I

發
芽
期

蠶

馨

を

羅

と
す
る
近
代
勞
働
紐
合
が
支
那
に
組
織
さ
れ
た
の
は
一
九
一
九
平
以
後
の
こ
と
に
係
か
る
。
そ
し
て
支
那
の
勞
働 

遝
觔
は
、
組
合
遝
勧
の
發
展
、
勞
働
-

の
强
化
を
赀
贵
と
し
て
最
近
十
數
年
問
に
急
激
な
迆
展
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、

7 

カ
い
時
代
の
支
那
に
も
紕
合
の
形
態
は
全
然
杯
し
な
か
つ
た
譯
で
は
な
い
。
舊
時
代
の
手
エ
業
盏
||
1

]

に
は
"
帮

(
p
a
n
g
)

と
稱
す
る

職
人
糾
合
が
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

^——

手
工
業
帮
I

は
歐
洲
の
中
1|
|

:

手
1:

業
ギ
ル
ド
に
類
似
せ
る
性
質
を
有
す
る
も
の
で
冋
鄕
、同
.職
業
た
る
こ
と
を
條
件
と
し
、

, 

徒
免
も
親
方
.に
從
つ
て
之
に
加
入
し
甘
：ハ
保
護
を
ぅ
け
た
の
で
あ
る
°
が
、
帮
の
支
配
權
は
親
方
達
の
掌
中
に
あ
り
、
貨
字
勞
働
時
間
*

一
 

徒1
1

1

等
の
問
題
を
始
め
と
し
、
度
|

設
_

の
取
引
關
係
の
問
題
は
孰
れ
も
f

て
取
扱
は
れ
た
。
f

同
時
に
加
人
同
業
器 

I 

の
利
益
擁
護
の
！

S

的
か
ら
企
業
の
獨
I'
T

M
向
を
も
多
分
に
も
つ
て
ゐ
た
。

一
方
、
帮
に
は
嚴
格
な
規
雜
が
あ
つ
て
そ
の
懲
fj
は
國
法
に

關
係
な
く
加
入
^
に
課
せ
ら
れ
、
か
く
し
て
同
業
問
の
商
道
德
並
に
親
方
*
徒
银
問
の
逝
義
的
關
係
を
强
15
1
に
保
持
し
て
ゐ
た
。
さ
れ

支
那
务
働
紐
合
法
の
膝
圯
ー
班 

三

八

三

(
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法
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鐘
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一八

§

ば
乾
勞
撖
組
合
が
勞
雪
だ
け
の
加
入
に
ょ
つ
て
資
本
家
に
對
立
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
對
し
て
、鞭は
親
方
と
徒
弟
と
が
共
に
こ

れ
に
加
入
し
、
8

兩

I

.の
共
同
利
益
を
晶
と
す
る
相

i

棼

經

濟

的

原

則

に

い

て

ゐ

f

の

で

あ
る
。
而
し
て
帮

は
今
も
猶
ほ
一
般
手H

業

f

支
配
す
る
形

f

な
つ
て
ゐ
る
が
、
繁

は

漸

I

か
ら
分
離
し

.て
組
合

Q

S
へ

と

嚣

し

つ

、
あ

る
。
尤
も
一
九】

?

の
狀
況
に
於
て
I

H

業

に

膘

す

る
組
織
簾
は
全
徒

1

3

每

)

の
一
一
窆

し

か

達

し

て

ゐ
な
い
が
。

け
れ
ど
も
勞
働
紐
合
の
出
現
前
に
於
て
近
代
勞
働

f

ょ
つ
て
組
織
さ
れ

I

働
网
體
は
、
支
那
で
は
勿
論
這
の
帮
か
ら
發
坐
し
た

も
の
で
ぁ
る
。
例
へ
ば
一
九
一
一
率
僻
山
に
紙
織
さ
れ
た
旅
翁
人
工

•界
團
體
會
は
そ
の
名
稱Q

示
す
如
く
廣
來
出
身
の
勞
働

f

み

美

右

と

す

〜

勞

働

麗

—

勞
働
者
の
同
鄕
ギ
ル
ド—

で
あ
.つ
た
。
又
、

■

の
突
那
人
船
晶
に
も
一
.九
一
二
ー
苹
の
火
屢
當

.

時
に
は
未
だ
全
般
的
|

組
合
が
あ
つ
た
譯
で
な
く

-
僅

に

廣

蒙

I

。
寧

波
帮
等
の
個
々
の
勞
働
翥

I

の
I

な

つ

て

齧

し

た
.の
で
あ
る
。
後
I

I

の

整

か

ら

燈

屮

_

墨
業
聯
合
食
が
坐
れ
一
轉
し
て

I

の
1

支
那
海
员
エ
會
の 

誕
生
を
見
た
の
で
あ
る
:0

II
初

期

勞

慟

組

^

支
那
の
近
代
產

I

十
九
世
紀
の
八
十
屯
代
か
ら
始
つ
た
。
從

つ

て

工

場

置

背

階

級

の
童
も
こ
の
時
以
後
の
こ
と
に
学る。

 

栗

、
エ
場
勞
働
に
は
同
鄕
ギ
ル
ド
並
に
相
五
の
向
上
利
益
を

P
る
若
干

I

働
圈
體
が
生
れ
て
來

た

。

之
等

I

I
期
に
あ
つ
ヒ 

篇
組
合
に
就
て
は
未
だ
十
分
の
硏
究
が
出
來
て
ゐ
な
い
が
、
勞
働
組
合

I

期
の
も

の

は

、

他
の
多
く
の
進
歩
的
事
象
と
同
じ
く
、

* 

や

.(
1
り

询

方

か

ら

始

つ

て

往

つ

:̂
。

-̂
下
第
ー

-1
に
生
れ
大
侧
々
の
勞
働
紐
合
に
就
て

1言
を
試
み
ょ
ぅ

0

, 廣
艰
機
器
總
エ
會

淸
宋
廣
m
の
機
械h

の
間
に
紐
織
さ
れ
た
紐
合
で
、
エ
會
の
名
稱
を
}1
1
ゐ
た
最
初
の
も
の
だ
2
謂
は
れ
て
ゐ
る
。
因
に
支
郝
で
は
努
働
糾
合
をh

會 

W

稱
す
る
。
エ
锊
は『

X
人
の
會』

を
意
味
し
、
工
人
は
勞
働
苕
の
謂
ひ
で
あ
る
。

硏
機
寄
塾

淸
末
番
潘
の
機
械
エ
の
間
に
加
入
密
の
敎
化
闷
上•

社
#
利
益
の
it
進
の
主
皆
の
下
に
紐
織
さ
る
。
當
時
香
滩
に
は
理
髮
師
の
糾
合
も
あ
っ
た
ミ
い 

.
ふ
が
、
こ
れ
は
舊
來
の
職
人
ギ
ル
ド
.の
型
を
命
然
出
て
ゐ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
ら
ぅ
^
思
は
れ
る
。

il
r

i

,x

社

席
双
沙
而
の
外
國
商
館
の
照
員
問
に
紺
織
さ
れ
：た
も
の
で

"
約
九
耵
名
の
團
員
を
有
し
て
ゐ
た
。
 

诳
山
エ
黨
*

旅
勝
每
人
エ
界
團
體
曾
*

華
段
エ
黨
。
公
益
社 

北
支
のH

業
地w

し
て
迆
平
く
開
拓
さ
れ
た
旃
山
に
は
來
半

_
路
製
锆
廠
、
和
啓
新
洋
灰
公
切
、開
礦
灘
潞
局
經
營
の
炭
坑
等
が
あ
っ
て
、約
六
千
人 

の
勞
働
表
が
夫
等

.に
働
い
て
ゐ
た
。
同
地
の
勞
働
界
で
最
も
勢

.力
を
在
め
て
ゐ
た
の
は
廣
艰
出
分
の
勞
働
湃
で
、
そ
の
數

1

千
名
を
越
ぇ
、
淸
末
の 

調
ゆ
，る
豫
備
立
憲
時
代
に
既
に

『

懲
人
.：！

e

治
會』

の
紐
織
が
あ
っ
た
。
辛
亥
革
命
成
る
に
及
び

.

1

九1

1
5
.四月
、
廄
山
エ
黨

@

©
ち)

な
る
も
の
が 

坐
れ
て
最
初
竹
七

W
名
の
勞
働
教
が
之
に
入
黨
し
た
が
、漸
次
そ
の
數
を
增
し
て
往
っ
た
。も

w

も
這̂
の
勞
働
黨
は
常
時
上
海
で
計
嶽
中
で
あ
っ
た 

中
華
民
國
H
mの
支
部
た
る
べ

.き
豫I

疋
の
下
に
紐
織
さ
れ
た
も
の
で

.あ
っ
た
か
ら
、そ
の
苹
の
八
月
に
は
正
式
に
之

w

聯
合
し
た
。然
る
に
廣
觅
勞
働 

若
が
最
も
府
勢
ヵ
で
あ
っ
た
ミ
こ
ろ
の
東
半

_
路
製
造
廠
幹
部

(

|
|

)

は
最
初
か
ら
唐
山
で
黧
に
不
滿
を
狍
き
、别
に
旅
廄
粤
人
エ
界
團
體
會
な
る
も 

の
を
糾
織
し
て
之
ミ
分
離
し
て
了
っ

.た
0そ
，れは
後
に
又
改
紐
さ
れ
て
華
民
エ
黨

2
呼
ば
れ
、
:̂
部
を
北
京
に
置
い
て
金
國
的
勞

f!
i
mの
紺
織
に
尙
っ 

て
涉
を
進
め
た
。
廄
山
の
勞
働
激
で
之
に
入
黨
し
た
も
の
も
尠
く
な
か
っ
た
。
し
か
し
、華
民

H
mは
一
種
の
勞
働
新
問
を

H
刊
し
て
"不
常
な
る
個 

人
攻
麟
、エ
場
攻
駿
を
辦
す
し
た

:̂
こ
ろ
か
ら
、
終
に
斑
山
エ
黨
ミ
衝

《

犬
し
て
一
部
を

.出
で
ず
し
て
解
散
し
て
了
つ
た
。
そ
し
て
唐
山
エ
黨
か
ら
は
、
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嘉

I

紐

合

法

の

歷

史

ー

班

H
八

六

(

ニ
八
九
ニ)

幾
も
な
く
公
益
刺
が
派
坐
し
た
。
公
益
社
は
新
聞
雜
認
の
間
|
!
.夜
學
*雜
誌
の
發
刊
*講
演
等
勞
働
界
に
寄
與
す
る
所
尠
く
な
か
つ
た
が
、
席
山 

'エ
激
は
第
二
革
命(

I 7
:f c
の
啜
に
■は
解
散
し
て
影
を
絕
ち
、公
益
社
は
一
九
一
六
牢
以
後
は
姿
を
消
し
て
7
つ
た
4
5

| ¥
§|
1|
|

^
5
^

? |
§)

其
後
五
四
謹Q

後
、
各H
場
に
！
：人
聯
富
な
る
も
の
綴
管
れ
、
_

字

證

管

嬰

、
或
錄
爵
裏
行
十
る
な
备
溝
の
汽
匕

を

ぶw

し

た

降

た

が

*

純
粹
S

働
組
織
で
は
な
か
つ
た
。(

注i

軍

@

 

<い
ふ
の
は
敎
直s

及
の
見
地
か
ら
新
に
發
案
さ
れ
た 

支
那
の
假
e,
文
字w

も
い
ふ
べ
き
支
那
語
の
晋
表
文
字
の
こ
ミ
で
あ
る
；}。

華
僑
工
業
聯
合
#

•
中
華
エ
.會

蕾

H

業
聯
合
會
は
一
九一

七
年
廣
览
の
科
方
两
銮
に
よ
つ
て
紺
織
さ
れ
た
も
の
で
、
後
に
改
紐
さ
れ
て
中
華
ェ
會
ミ
稱
さ
れ
、
週
刊
を
發
亍
し 

て
勞
働
奔
の
_

を
岡
り
、
i

謹
の
指
導
に
努
めp
ゐ
た
。

II
I

第

二

期

の

勞

働

組

合

一
プ
一
プ
^
K
.L
代
：̂
意
妒
の
勞
働
組
合
が
射
め
て
支
則
に
生
れ
た
。
廣
來
に
組
織
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
中
國
機
器
總
#
が
そ
れ
で
あ
る
< 

又

支

刘

の

勞

诹

に

サ
シ

ヂ

ヵ

リ
ズ
ム
の
新
し
い
坐
命
を
吹
き
込
み
、
多
く
の
刺
戟
と
影
響
と
を
與
へ
た
佛
蘭
西
歸
還
勞
働
^
が

S
 

旅
エ
團』

！

海
で
紐
織
し
たQ

4
Q

前
後
？

と
で
あ
-つ
た
。
そ
し
て
之
が
近
代
勞
働
f

祖

の

證

に

向

ひ

つ

\
あ
つ
た
支 

那
の
勞
做
に
拍
2|
£
を
加
へ
た
こ
と
に
は
餘
り
に
も
顯
费
な
第
實
で
あ
る
。

彼
驾
は
歐
汧
大
戰
の
最
中
に
佛
蘭
西
に
遂

-̂
れ
、
主
と
し
て
西
部
戰
線
及
び
エ
場
に
於
て
勞
役
に
從
取
し
た
。
其
數

.は
全
部
で

.十
有

. 

-A
夜
人
。
大
戰
の
終
從
後
、
十
四
萬
人
が
歸
還
し
た
。
彼
等
は
戰
線
及
び
ェ
場
に
於
て
適
當
の
敎
育
を
授
け
ら
れ
、
歐
洲
ェ
.場
勞
勸
者
の

生
活
を
體
驗
し
、
ま
た
{元
全
な
る
熟
練
勞
働
盏
に
仕
上
げ
ら
れ
、勞
働
能
率
の
意
義
を
知
り
、協
同
の
價
値
と
圑
賸
溃
し
く
は
糾
織
勞
尠 

の
訓
練
を
も
持
ち
、
C

G

T其
他
の
勞
働
運
動
を
親
し
く E

擊
し
て
サ
ン
デ
ヵ
リ
ズ
ム
の
影
響
を
多
分
に
受
け
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
歸 

還
前
の
一
九
一
九
半
卷
、
渡
怫
罾
»

渚
の
一
部
に
は『

中
華
エ
團』

が
紺
織
さ
れ
、
勞
働
人
格
の
向
上
、
紐
合
员
相
五
の
扶
助
に
努
め
る 

に
茧
つ
た
。
常
時
彼
等
の
荷
力
な
る
指
镍
容
の
一
人
が
今
の
細
民
政
府
の
元
老
で
あ
る
李
石
曾
で
あ
つ
た
こ
と
、
そ
し
て
彼
は
京
漢
鐵 

遒
大
韶
業(

ー
九
ニ
兰
苹
ニ
月)

の
際
の
大
立
物
で
あ
つ
た
こ
と
は
注
目
に
値
ひ
し
ょ
ぅ
。

ず，
 

•

.

| 

.以
下
笫
ニ
期
以
_降
に
發
生
せ
る
主
な
る
個
々
の
勞
働
組
合
に
就
て
#
を
順
に
そ
の
記
述
を
簡
單
に
試
み
る
。

中
阈
勞
働
|1
1
合
書
記
部

一
 

北
京
に
そ
の
f

發
し
た
五
四
謙
.
{
>
|
ー)

は
愛
阈
排
外
運
動
か
ら
漸
|

働
運
動
に
轉
化
し
、一

九
ニ
〇
苹
上
海
に中

！
：

勞
働
紺
合
霞
部
が
組 

_ 

織
さ
れ
た
。
而
し
て
全
國
學
生
聯
合
窗
の
指
撺
の
下
に
勞
働
運
勋
が
急
激
に
發
展
し
て
ニ
十
六
の
紺
合
を
坐
ん
だ
。

赉
港
華
人
機
器
エ
會
*
廣
來
機
器
エ
公#

-
上
海
機
器
公
會
。

1

九
ニ
〇
苹
四
月
効
發
し
た
密
佛
最
初
の
大
褪H

は
太
沽
九
ft
ド
ッ
ク
初
め
常
話
€
燈
•
mil
i
•瓦
斯
•洋
灰
等
諸
會
社
の
勞
働
表
五
千
五
W
名
を
以 

一
 

T讓
し
た
霜
機
器
H

S
成
立
に
ょ
つ
て
火
i

切
ら
れ
た
。
而
し
て
こ
の
羅
を
最
後
の
勝
利
_

く
た
め
に
謙
のH

場
勞
働
S

、
番 

一
 

港
科H

場
の
藻
集
に
腿
じ
て
腿
業
破
壊
の
擧
に
出
で
ぬ
ミ
い
ふ
_
合
せ
の
下
に
番
淄
*
廣
衆
•
上
海
三
機
器H

會
の
聯
合
戰
線
が
試
み
ら
れ
、
賃
銀 

一
 

値
上
盟
求
の
質
徹
に
成
功
し
た
。
照
業
の
勝
利
は
勞
働
組
合
運
励
に
新
た
な
る
刺
戟
を
與
へ
攒
か
數
ヶ
月
の
間
に
西
有
餘
の
新
糾
合
が
簇
生
し
た
。

I 

■因
に
做
艰
•
上
海
機
器
エ
會
は
國
民
黨
指
導
の
下
に
||
1
織
さ
れ
た
も
の
で
、
後
气
、典
產
黨
指
導
の
總
エ
會
に
對
立
せ
る
上
海
エ
團
聯
合
會
の
主
體

せ
な
つ
.た
。

1 

.支
那
勞

働

組

合

法

の

歴

史

一

班

H

八七へ一八九

§

i 
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w
a

l 

J
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時
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ほ
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小
-
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J 
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4
、
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i 

ト

i\
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|

H
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\
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か

II

北
京
i

產

還

富

I

完
 

i

 

(

一
八
§

北
靡
に
於
る
組
合
運
動
は
一
九
二一

年
に
坐
れ
た
本
總H

會
の
成
立
に
始
I

。
技
師
蕾
人
.

1
工
夫
四
暑
•印
刷H

五
十
名
が
之
に
加
人 

し
た
が
宮
憲
の
踱
迫
で
紐
織n：

十
々
^

を̂
命
ぜ
ら
れ
、
一
九
二
六
牢
に
復
活
し
たo. 

: 

'

■

作
■

藤

合

#
並
に
上
海
*
羅

•
廣

來

各

海

員

エ

龠

及

び

中

華

全

讓

員

總

エ

會

醫

 f

 

i

l

l!
l

l-
l

i

:

!l
!I

I

人
も
參
力
し
一
ヶ
月
を
出
す
し
て
議
賛
謹
人
に
も
上
っ
た
の
で
、
I

の
必
要
か
ら
中
證
I

I

組
織
さ
し 

f

兄

之

を

S

に
f

 

•上
海
•
■
益
員
の
紐
合
が
紐
織
さ
れ
て
香
謹
員
羅
を
協
力
I

し
た
。
こ
の
大
譲
を
換
f

し
i
 

國

寶

1

會(

中
華
寶
エ
霧
八
I

〕

が
組
織
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
本
海
員
總H

會
は
全
國
鐵
路
總
f

l

っ
て
賅
陛
交J

"

の
ニ
大
努 

.

f 

rな
し
f
 

H
S蒙に
ょ
つ
て
斜
織
さ
れ
た
ホ
讓
工
會
の
ー
一
大
猫
幹
ミ
な
つ
た
の
で
あ
る
。
因
に
番
港
賣
揩
菜
の
！

I
 

I

織
の
威
力
を一

驛

働

g

獲

品

し

、
I

I

議

i

い
I

l

f
墨
し
た
。
讓

の

裏

、
I

H

U

H

n

l

i

の

震

合

靈

し

た

！

る
i

ま
|

政

府

鐘

|

霞

合

法

丨

i

j
例
r

n

;
ト

U

)

能
f

l

s

"を
I

謂

耷

&

汜

た

_

藤

泰

霞

決

I

I

篇

I

t

な
ど
少
か
ら
I

響
案
ら
さ
れ

#,
一
 

次
全
闽
勞
做
大
會
に
參
加
せ
る
勞
働
組
合 

•

U

代蒙加だた。

塞

全

國

镦

路

總

エ

會

と

各

鐵

路

.エ

會

.

-
.
’ 

.

• 

• 

• 

• 

. 

• 

. 

'- 

- 

! 

.

.

.

. 

.

鐵
逍
方
而
に
於
る
勞
俶
糾
織
の
運
動
は
最
も
孕
く
か
ら
行
ば
れ
て
ゐ
た
。
か
の
ニ
七
慘
殺
辦
件
を
生
ん
だ1

九m
u

坏
の
该
f

道
i

の
勃
發
前
*

•
旣
に
京
奉
丄
从
涣
*排
浦
等
、王
耍
九
鐵
道
の
從
業
奔
は
孰
れ
も
エ
會
を
糾
織
し
て
ゐ
た
。
而
し
て
科H

曾
代
表
は
北
京
郊
外
の
西
山
に
會
合
し
て
池
徜 

黍
員
會
を
糾
織
し
、
全
國
鐵
路
總H

會
の
紐
織
に
着
手
し
っ 

>あ
っ
た
が
、
一
一
七
慘
殺
辦
件
以
來
背
憲
，の
鐵
道
方
而
に
對
す
る
_
迫
は
峻
烈
を
極
め
、
 

京
漢
丄
ル
•太
•!!
海
•膠
濟
#
鐵
路H

會
は
封
鎖
さ
れ
、

.F
1
っ
有
力
な
：る
指
導
激
の
多
數
が
慘
殺
さ
れ
た
の
で
、
一
時
鐵
路
總H

會
糾
織
の
運
励
は
顿 

挫
し
た
。
併
し
そ
れ
が
却
っ
て
鐡
道
從
業
員
の
反
抗
'?」

結
萊w

を
固
め
る
こ
7£

、
な
っ
て
、北
ポ
を
中
心
に
總
エ
會
紐
織
の
^
れ
^

が̂
續
け
ら
れ
、 

ニ

七

慘

殺

辦

件

の

，
一
调

/-
キ
に
常
る一

九
ニ
四
部
ニ
月
七
日
極
糧
に
第I

次
全
國
鐵
路H

會
代
表
大
會
を
北
京
に
開
催
し
、
十
鐵
道K

會
代
表
參
加 

'の
下
に

全
！
：

鐵
路
總H

窗
.の
成
立
を
児
た
。
第1

一
次
大
會
は
翌
年
鄭
州
に
開
か
れ
、
.十
四
鐵
逍H

會
代
表
四
十
一
名
I

鐵
遨
並
に
南
滿
鐡
道
代 

表も
：}

.が
參
加
し
た
。
驄
て
本
總H

會
は
共
產
黨
指
導
の
中
華
金
國
總H

會
の
躲
幹w

さ
え
な
っ
た
の
で
あ
る
。

辦1

一
次
全
國
鐵
遛
大
窗
に
參
加
せ
る
十
四
鐵
路h

會
は
，
京
漢
•證

•京
奉
•
!£
太
•採
萍
•膠
濟
m
支
•道
淸
•離
海
•滿
鐵
4
漢
秦
涣
南
段
•做
三•

觉
綏
S

道
エ
會
で
あ
っ
た
。

上
海
エ
刚
聯
合
#
.
.

一
九

一一三
尔
更
、
上
海
機
器
エ
會
*
雨
洋
爝
萆
職
工
同
志
會
•
8
fe
參
戰
エ
#
等
を
中
心
に
國
民
黨
右
派
の
茭
持
を
受
け
て
紐
織
さ
れ
た
も
の
で
、
 

共
產
黨
に
始
め
か

ら
反
對
の
立
場
に
立
っ
て
ゐ
た
。
一

さ

一

五
卬
五

;5
、

箜
一
次
金
^
勞
働
大
會
‘が

共
產
黨
HJ
會
の
下
に
廣
艰
に̂

- ^

さ
れ
た
ゴ

き
、
 

共
產
戧
の
勞
働
趣
励
利
用
に
皮
對
の
皆
を
決
譏
し
て
之
を
大
會
に
m
致
し
た
。
本
聯
合
會
の
勞
働
運
励
に
對
す
る
至
張
は
、
共
產
黨
が
社
會
难
命
的 

.

.で
あ
る
の
に
較
ら
べ
盌
か
に
穩
煺
で
あ
っ
て
ゝ
赞
働
淠
の
紐
織
カ
を
以
て
勞
働
階
級
の
自
宇
解
放
を
劂
る
^
い
ふ
勞
働
運
励
純
粹
糖
神
に
典
跋
礎
を 

'

お
い
た
も
の
で
あ
る
。
.共
產
系
の
中
華
全
國
總H

會
の
糾
織
さ
れ
る
前
ま
で
は
、廣
m
機
器
f
lfT
w
聯
絡
し
て
全
阈
勞
働
思
を
牛
茸
っ
て
ゐ
た
が
、中 

.華
金
國
總H

會
に
五
卅
辦
件
の
機
#
.を
巧
み
に
摑
ま
れ
て
、
勞
働
躯
励
に
於
る
領
導
的
地
位
を
焭
全
に
賴
ひ 

ら
れ
て
了
っ
た
'0
併
し
北
伐
の
進
展 

に
#
'っ
て
共
產
黨
の
勞
働
蓮
動
指
導
は
益
々
露
骨>」

な
り
、
そ
の
銳
鋒
を
带
國
主
義
の
釘
倒
■か

ら
更
忆
國£

資
本
主
義
の
陣
營
に
尙
け
る
に
里
っ
た 

，支
那
勞
働
組
合
法
の
歷
史

一

班 

三

八

九(
J

八
九
五

〕



灾
那
努
働
紐
合
法
の
歷
史
ー
班 

三
九
0 

八
九
六) 

の
み
か
*
蔣
介
石
.一
派
の
轉
落
を
_
ら
ん
>

」

し
た
\
め
、
玆
に
反
共
產
ブ
ロ
ッ
ク
を
形
成
し
.、
遂
に
四
• 

一
 

ニ
_
件
を
招
來
し
、總H

會
の
封
鎖
•糾 

察
隊
の
武
製
解
除w

い
ふ
大
鐵
槌
に
打
ち
の
め
さ
れ
た
。
こ
の
間
、
上
海H

團
聯
合
會
は
勞
資
協
調
を
標
榜
し
て
勞
働
媒
に
進
出
し
、
遂
に
國
段
黨 

の
御
⑴
紺
合
の
大
本
山
ミ
な
っ
た
。

中

華全
；！

總

エ

會

一
九
ニ
五
/-
小
の
努
働
祭
：=
に
廣
览
で
は
典
產
煞
同
會
の
下
に
第
ニ
次
全
网
勞
働
大
會
が
開
か
れ
た
0
W六
十
五
の
勞
働
組
合
に
結
合
さ
れ
て
ゐ
る
組 

織
勞
働
來
五
十
四
茁
の
代
表
一
ー
西
七
十
七
浴
が
參
集
し
て
中
華
金
國
總
エ
會
の
成
立
を
.M言
し
、
ブ
ロ
フ
ィ
ン
テ
ル
ン
及
び
中
國
共
產
m
の
指
揀
下 

に
這
人
っ
た
。
こ
の
金
國
總h

會
の
成
立
;̂
同
時
に
上
海
•北
來
•天
難
•廣
见
•赉
湛
•
河
南
科
地
の
總
エ
會
を
糾
織
す
る
方
針
が
決
議
さ
れ
て
ゐ
た 

が
,之
^
の
火
n地
總
エ
會
マ」

全
國
鐵
路
及
び
全
國
悔
員
の
ニ
總
エ
會
マ」

を
戕
礎
ミ
し
て
、赤
^
勞
働
紐
合
の
戰
線
統
一
が
問
も
な
く
成
功
し
た
。K

 
く 

て
金
國
の
紐
織
勞
馨
は
'
プ
ロ
フ
ィ
ン
テ
ル
ン
の
羅
下
に
立
っ
這
の
中
雪
國
總
エ
會
晶
民
黨
布
派
支
持
下
に
在
る
上
海
エ
靡
宴
の
ー
一 

響
に
分
れ
て
對
立
す
る
に
至
っ
た
の
1

る
。
が
、
幾
も
な
く
し
て
中
_

國
總
i

は

五

霞

件

並

に

對

英

經

濟

絕

交

_

を
指
揮
し
て
凱
歌 

を
擧
げ
、
上
海H

刚
聯
合
會
の
努
力
を
頓
み
に
吸
收
し
金
國
努
に
莉
臨
す
る
こ
W
Xな
っ
た
。
而
し
て
五
册
辦
件
發
展
中
の
數
ヶ
月
問
に
、
全

國

糾

鍵

働

袁

數

諉

十

四

繁

ら

至十
！
：

徑
達

し

、
之
等
S

葉

！IH

會
S

しV

ゐ
た
。

一
九
一
一
六
年
の
加
人
蓉
數
は
六
耳
九
十

九
糾
合
で
、
糾
織
勞
働
农
西
ニ
十
四
茁
ー
千
一
一
西
五
十
人
、
的
、
廣
m
•番
烟
•
上
海
の
產
業
都
市
に
於
る
加
入
組
合
數
及
び
il
-M-
勞
働
奔
數
は
-
廣 

m
r-
l
九
十
一
紺
合
*
十
九
苽
五
千
人
、
香
港
西
十
九
紐
合
、
二
十
海
七
千
人
、
上
海
四
十
八
紐
合
、
十
四
茁
七
千
四
两
人
で
、
翌
一
九
ニ
七
部
に
は 

加
人
勞
働
塞
數
は
ニ
钉
八
十
茁
人W

大
會
に
馨
さ
れ
た
。
而
し
て
一
九
ニ
七
筇
の
廣
來
コ
ム
ミ
ュ
y
の
生
？

な
っ
た
の
も
本
中
雲
國
總
エ 

會
で
ぁ
る
。(

別
項
勞
働
糾
合
法
補
輯
屮
靡
金
國
總
エ
會
簡
草
參
照)

上

海

總H

會

第I

r
y全
.！

SL.

勞
働
大
f
■に
n
席
せ
る
上
海
勞
働
代
表
は
、
中
華
金
.國
總
H

t
の
成
立
ミ
同
時
；.に
上
海
勞
働
谷
糾
合
の
.聯
合
fi
t
織
を
货
る
方
針
が
決
这

.

.

.

.
: 

-

さ
れ
た
の
で
、
歸
還
後
直
ち
に
右
上
海
總
エ
會
の
糾
織
に
蓿
手
し
、
贺
規
の
運
び
に
迆
み
っ
、
あ
っ
た
が
、
偶
々
芄
册
_
件
に
逢
窗
し
、
琪
_

生 

の
第
二
日
：2
に
其
成
立
を
遂
げ
て
砥
ち
に
祺
件
を
指
竭
し
た
。
而
し
て
成
立
の
數
n
後
に
は
最
平
や
能
業
參
加
勞
働
教n

十
芄
掷
人
中
のu

十
®
八 

を
獲
得
し
、
強
大
な
ろ
闘
^
園
體
を
構
成
し
て
带
國
生
義
に
立
衝
い
た
。
こ
の
上
海
總
エ
會
は
そ
の
秋
華
天
取
閥
の
手
に
ょ
っ
て
斜
鎖
さ
れ
"
執

行

.
 

.'

.

娄
暴
举
立
三
の
逮
捕
令
す
ら
殺
せ
ら
れ
た
が
、
漪
ほ
秘
密
裡
に
そ
の
糾
織
を
維
特
し
、

一
九
二
六
部
に
は
極
め
て
犬
な
る
進
f

業
績
？
を
取
璲

し
た
。
芄
册
事
件一

！
：

記
念
後
に
上
海
に
繼
起
し
た
大
讓
は
孰
れ
も
本
總
エ
锊
の
指
呼i

ょ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
展
マ」

樂
家
階
級
の
忌
弾 

を
贾
ひ
科
び
骈
锁
さ
れ
て
了
っ
た
。
然
る
に
一
九
二
七
邮
北
伐
戰
進
膜
す
る
や
、
北
方
琨
濯
の
鄕
随
下
に
あ
り
な
が
ら
ニ
月
ミ
三
月
に
ニ
囘
の
上
悔 

ゼ
ネ
ス
ト
を
敢
行
し
て
之
を
指
揮
し
、
三
5

ー
十
七
1
1
:
金
上
悔
エ
人
代
表
大
\%
を
開
い
て
社
會
革
命
へ
の
3
1的
達
成
を
宣
言
し
、
且
っ
武
涣
政
府W

 

の
共
同
戰
線
に
立
っ
も
の
で
あ
る
こ
ミ
を
宣
明
し
た
。
上
海
總
エ
會
は
加
入
紐
合
の
統
制
を
稃
品
な
ら
し
め
る
た
め
に
產
業
部
門
を
十
七
に
分
け
て 

.： 

科
產
槳
總
エ
會
を
設
け
、
ま
た
上
侮
龜
を
八
區
に
分
ち
、
裳

H

聯
總
エ
會
を
設
け
、
個
々
のH

會
を
之
に
登
錄
せ
し
め
有
機
的
統
众
を
陶
っ
た 

:

一
 

の
で
あ
る
。
而
し
.て
一
九
ニ
七
郇
の
登
錄
糾
合
數
は
五
西
ニ
II
I
合
に
達
し
た
。
之
ミ
同
時
に
上
海H

會
簞
程
•
エ
會
紐
織
方
法
要
綱
を
も
發
表
し
た
。 

 ̂

V

方
、
總
エ
會
所
膦
の
商
務
俱
樂
部
に
糾
察
隊
總
指
撺
部
を
設
け
、
北
琨
ょ
り
捕
褪
せ
る
機
關
銃
*迪
擊
砲
，小
銃
等
の
武
器
を
以
て
糾
察
隙(

勞
働

奮

武

S

し5

た

團

釋

完〖

癸

■

し
、各
部
f

益

に

<

6せ
し
め
、他
方
、
劃
蘇
を
設
け
て
賢

F
■

醫

敎

育

塞t

る
な
ど
、

. 

勞
働
附
級
の
戰
線
を
顿
固
に
統
一
し
、
蔣
介
石
一
派
を
打
倒
し
て
社
會
本
命
へ
の
猛
進
を
企
圖
し
た
の
で
あ
っ
た
が
"
却
っ
て
蔣
派
の
一
駿
に
遭
ひ

總
エ
會
は
封
鎖
さ
れ
、
糾
察
隊
の
武
裝
は
解
除
さ
れ
、
指
導
奔
の
多
く
は
捕
へ
ら
れ
て
銃
殺
さ
れ
たW

い
ふ
彼
の
四
•
ニ
件
を
招
い
た
の
で
あ 

っ
た
。
爾
來
、
表
浦
的
に
は
究
金
に
そ
の
括
励
を
抑
踱
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
併
し
一
度
扶
植
し
た
极
强
き
潜
勢
力
の
上
に
そ
の
糾
織
は
今
も
摘
ほ
維
持 

さ
れ
て
ゐ
る
。

一
九
二
七
年1

月
、
上
海
總
エ
會
に
颶
し
て
ゐ
た
產
業
別
に
據
る
紺
合
數
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

組 <:

數 

紐
合
員 

紐
合
數 

糾
合
员 

郵

霜
 

八 

九
、ニ
五
六 

印

.刷

六

 

四
、走

三 

d 

灾
那
勞
働
紐
合
法
の
歷
史一

班 

一

H

九

十

C
X
.九
七)

.



爾 . 鐵 木 鄉 海 m

支
那
熒
働
紐
合
法
の
腿
史j,

班 

M 

一
 

六 

員 

一
 

頭 

四 

業 

ニ 

廠 

六 

•
M

ニ
四 六 三 

三
一 

1
〇
八

三
九
ニ

.八
、ニ
三
〇 

一
、ニ
九
〇 

四
、
一
 

ニ
0 

ニ
三
、
一
五
〇 

七
四
、五
〇
〇

(

1
八
九
八
>

天
潘
總

會
は
m

次
勞
働
大
會
後
m
も

ニ

、〇
五
0 

手
工
業 

四
、五
0
〇 

絲

ic 

四
、ニ
五
〇 

烟

廠
 

五
〇
〇 

紗

織
 

.

ニ
、1.

六
一 

國
產
業 

一
 

1
、

ニ
〇
〇

北
萊
*
天
維
總
エ
會

H

さ
一
一
|

々
i

上

げ

る

愚

に

墓

i

に
I

し
て
了
っ
た
。
ラ
i

I

I

I

.

 

な
く
I

f

た
も
の
で
、
聚

秋

、
f

i

l

l

,
 

g
霖
霊
林
の
命
に
ょ
っ
て
震
さ
れ
た
が
、
一
九
ニ
六
部
一
月
一
日
こ
f

も
：
沽
し
た
。
併
し
天
辦
總
エ
资
は
三
月
に
は
又
も
や
解
欲
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
 

- 

: 

上
海
エ
龠
聯
合
總
龠
•

上
海H

#'
糾
織
統 

一s
#

o

黑

t

l
、
金
I

働
f

領
濯
を
總
エ
會
|

は
れ
て
ゐ
た
國
I

右
派
の
上
海
エ
團
聯
合
會
话
起
の
機
會
を
窺
っ
て
ゐ
た
が
、
聞
 々

溢

I

蔣
介
I

佳

m
づ
I

、
上
海
に
总
ら
ぁ
っ
た
馨
I

、
中

顏

進

穿

結

|

薩

產

を

I

し

卫

繼

$

こ
攻 

一
 
矢
を
放
ち
三
議
寶
摩
す
る
露
紐

<

1
織

す

べ

く

一

.蔓

|

を
起
し
た
。
か
く
し
て
S

し
て
ゐ
た
蔣
介
‘

總

H

f
 

S突
の
不
可
避
I

命
に
f
 

¥
ら

れ

一
 

二
I

I

し
I

I

。
蔣
派
逢
の
時
、
總H

?

粉
碎
し
I

n

'■
^

;

y

 

i
u
l
l
f

"

 

I

M

i

M

y

 

I

f

 

i

l

i

f

f

 

_

VI
勞
慟
組
合
法

'

⑴

勞
慟
者
に
與
へ
ら
れ
た
結
社
の
自
由
權
と
法
令
上
の
覊
絆

.
各
國
の
勞
侧
紺
合
法
の
'歷
史
に
於
て
は
紙
合
の
團
結
に
對
す
る
國
家
の
態
度
は
、
絕
對
禁
止
の
時
代
、
形
式
的
容
認
の
時
代(

制
限
. 

的
落
認
の
時
代
7
實
質
容
認
の
時
代
の
三
.階
段
が
あ
る
こ
と
は
衆
知
の
都
實
で
あ
る
。
然
る
に
支
那
の
夫
れ
は
絕
對
禁
11
1
の
時
代
を
經 

ず
し
て
蓝
ち
に
形
式
的
容
認
の
時
代
か
ら
始
つ
て
ゐ
る
。

■

.

.

..

臨
時
約
法(

舊
約
法)

に 

' 

:

,

中
蛋
國
人
K
は
、1

律
平
等
に
し
.て
、
種
族
、
防
級
、
宗
敎
上
の
別
な
し(

第
五
條〕

。

と
あ
り
、
又
人
！̂
は
左
記
各
项
の
，|-
1
1!
1
_

を
享
布
し
锊
と
規
记
し
て
第
六
條
.に
人
段
の
言
論
杂
作
*
刊
行
及
び
集
會
給
社
の
，|,
1
山
を
許

し
て
席
る
。 

： 

：

民
國
十
ご
年
度
の
謂
ゅ
る
窗
錕
憲
法
も
.

,
中
華
尻
國
人
圾
は
、
法
排
上
に
於
て
観
、
防
級
、
宗
敎
上
の
別
無
く
,̂
し
く
平
等
艺
^
<
第
六
條
憊

.

.

.

.

中
華
民
國
人
K
は
、
法
排
に
依
る
に
非
ら
ざ
れ
ば
、
逮
捕
•
駿
禁
、
稀
間
或
は
鸬
罰
を
受
け
ずC

第
七
條)

,
中
華
民
國
人
尻
は
、
集
會
、
結
社
の
自
山
を
布
し
、
法
律
に
依
る
に
'非
ら
ざ
れ
ば
、
制
敗
を
受
け
*す(

第
十
條)

。

' 
.中
華
斑
國
人
说
は
ノ
’言

論
ノ
薪
作
、
及
び
刊
行
の
舀
财
を
苻
し
、，法
排
に
依
る
に
非
ら
ざ
れ
ば
制
限
を
受
け
ず(

第
十
一
®

。

と
規
宛
さ
れ
て
あ
る
。
故
に
結
社
の
向
由
の
確
認
、
隨
つ
て
勞
働
紺
合
の
設
立
■は
支
那
に
在
つ
て
は
始
め
f

憲
法
的
逛
書
を
持
つ
國 

民
權
利
の
發
现
で
あ
：る
。
さ
れ
.ば
十
九
世
紀
’初
頭
ま
'で
の
§

に
於
け
る
が
如
く
勞
働
齟
合
は
不
法
な
る
結
社
と
し
て
取
扱
は
れ
て
は 

.

.吏

那

勞

働

組

合

法

の

膝

史

一

班

;'
H
:?
f
J
J 

C:1

八
九
九)

j

-

-
S
J
. 

= 

■

-

-1 

_
.
. 

■

_
.
.
.
;'
:
,
-
-
r
n

—:
l
l
g
=
i
*



產

I

I

.

舞
®

 

S

 

證

(

一
九
O

S

ゐ
な5

。

然
し
絰
そ
れ
舄
は
不
法
で
な

5

と
し
て
も
、
結
社
の
作
爪
を
橥
す
る
證
は
決
し
て
少
く
は
な
か
つ
た
。

f

f

猿

例

第
1

條
に
、
行
政
官
絮
は
公
共
の
安
寧
秩
序
を
雜
持
し
、人
民
の
自
靡
爾
を
保
障
す
る

た

め

龙

記

蜜

に

對
し
て
、 

治
I

察
權
を
行
使
す
る
こ
と
を
得
と
規
宛
し
て
政
治
結
社
、
及
び
そ
の
他
公
共
事
務
i

す
る
結
社(

笫
コ
0

政

譲

直

び

そ 

. 

0

他
公
|

務
に
關
す
る
1

C

笫

製
)

、
屋
外
集
會
及
び
翁
運
動
•

游
戯
或
は
衆
人
の
群
集(

第
I

)

、
露
及
び
そ
の
他
公
衆 

が
聚
集
し
往
來
す
る
場
所
に
、文

證

肅

を
g

り
或
は
散
布
し
則
睛
し
又
或
は
そ
の
他
の
言
語
形
容
並
K
一
切
の
作
爲
を
な
す
も
の(

第 

1

ノ
ザ)

工
人
の
聚
集(

第
七
S

管

擧

げ

、
第
一
一
十一

一
條
は
囊
官
进
は
工
人
の
聚
集
に
對
し
下
記
情
形
の 

一5
1

常
す
る
も
の
と

H

は
之
I

李

る

こ
i

f

蟹

し

て

、
還

.
I

Q

S

袭

讓

(

第一

3

、
麗

讓

I

愛

び

麵

(

第
一
一

S

、報
酬
課
の
讓
及
び
煽
動

(

第
三
S

、
安
寧
秩
序
を
擾
亂
す
る
の
靈
及
び
靈

(

笫
四
3

、
重
な
る
風
俗
を
馨
す
I

 

惑
及
び
煽
動(

笫
五
羽)

、
等
を
擧
げ
て
居
る
。

豫
戒
修
介
謂 
一fi
r

は
行
政
営
■

公
共
の
安
寧
_

を
維
持
し
、
人
民
の
議
を
保
障
せ
ん
が
爲
に
策
三
條
の
馨
の
一
を
犯
す 

と
認
む
る
時
は
義
令
を
行
ふ
を
？

規
觉
し
て
、
第
三
條
に
、

一
宛
の
職
業
を
有
せ
ず
常
に
I

な
る
言
論
行
爲
ぁ
る
も

の

(

第
一 

,

艰)

他
人
の
馨
を
_

し
或
は
馨
を
行
は
ん
と
欲
す
美
§

西

)

、
翁
を
問
は
ず
他
人
Q

_

に
S

し
、
そ

Q

窮

を

妨 

它

或

は
I

を
行
は
ん
姦
す
|

(

聖

3

、
I

I

霧

I

壊
し
I

地
I

f

 

S
す

る

忍

#

轉

爲

の

ぁ

る 

煑
第
四
项

)

、
第
一
i

、
聖
项
の
妨
f

な
さ
ん
と
意
圆
し
第 
一m

.

人
物
を
使
用
す
る
I

f

 

S

、
等
を
擧
げ
た
。

叉

,-
九
ニ
八
年
ま
で
有
效
で
ぁ
っ
た
暫
行
新
刑
律
第
ニ
否
ニ
十
1
烧
に
は
文
蛰
、_
書
、
潢
說
北
ハ
他
の
方
法
を
以
て
：公
然
他
人
の
犯

邪
を
煽
動
し
た
る
容
は
左
の
如
く
處
斷
す
と
あ
つ
て 

C
1
)

典
の
罪
の
靈
刑
が
死
刑
乂
は
無
湖
徒
刑
な
る
時
、
三
f

り
五
钱
に
至
る
符
期
徒
刑
又
|

十
元
以
上
三
对
元
以
下
の
罰
命
に
_
す
。

C
l
D

典
の
罪
の
最
汛
刑
が
布
期
徒
刑
な
る
時
は
馨
布
沏
徙
刑
又
は
狗
役
若
く
は
西
元
以
下
の
罰
金
に
^
す
。
新
即
紙
驭
他
费
ハ
ャ
行
物
又
は
他 

人
の
讓
を
8

し
た
る
翁
雪

以I 」

潔

Q

 

?
犯
し
た
.る
變
&
於
5

親

人
も
亦
翦
の
例
に
f

て
S

す
。

と
規
窆
れ
た
。
則
ち
S

Q

S

に
ょ
つ
て
一
B

、
蒂
作
、
出
版
、
集
#

、
結
社Q

讓

達

法

的
I

と
しV

保
f

れ
る
に
も

.

拘
ら
ず
、
勞
働
紺
合
の
沽
動
は
少
な
か
ら
ざ
る
拘
來
を
蒙
む
つ
た
の
で
あ
る
。

S

勞
員
^
合
法
制
定
史

支
那
の
勞
S

合
法
の
變
は
政
治
權
ヵ
の
推
移
に
從
？

之
を
廣
m

國
I

府
、
北
京
政
府
、
南
京
政
府
の
各
時
代
屋
上
分

類
し
て
み
る
。 

.

〔
I
.〕

廣
東
政
府
制
定
の
勞
働
組
合
法

支
那
に
於
て
勞
働
組
合
法
の
先
驅
を
な
す
も
の
は
民
國
十1

平
ー
一一
月
廣
il
l
國
民
政
府
の
.讯
免
公
.布
し
た『

资
^

酿
^̂

政
作
エ
會
ザ
八』

二
十
ヶ
條
で
t

o

へ
當
時
、
柴

に

在

て

も『

中
阈
勞
働
組
合
書
記
部』

を
中
心
と
し
て
勞
働
立
法
の
繼
運
麗
さ
れ
、

'

j
4
I

等 

は
勞
働
法
案
を
議
會
に
提
出
し
た
こ
と
も
あ
る
が
、.
具
體
化
さ
れ
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
つ
た
。

民
國
九
¥

四
月
の
香
漼
1

エ
業
勞
働
者
の
褪
エ
は
、
近
代
的
意
：義
に
於
け
る
組
織
あ
る
勞
働
運
動
の
嚆
矢
を
な
す
も
の
で
、
し
か 

も
勞
働
著
側
の
勝
利
に
終
り
、
ll
i

に
民
國
十
一
年
一
月
十
二
日
ょ
りu

一
沔
五
日
忆
ー
且
つ
た
番
港
海
員
同
盟〖

能
業
は
、
遂
に
嵛
港
政
廳
が 

呔
厂
S

糾

盆

-；
m

见
ー
班： 

H

会

(
一

九0
1
)
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支
那
勞
働
紐
合
法
の
燈
5
 

一I

 

(

i

‘5
 

1

度
公
布
し
た
勞
做
組
合
禁
止
令
を
取
f

せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
っ
た
。
嗣
い
で
廣
裏
械
職
工
の
論
、
寻
漢
鐵
霧
業

f

f

l
の
•
業

の

證

直

た

が

、
蓮

海
I

盟
及
び
枣
漢
鐵
路
從
業
員
の
遲
は
孰
れ
も
湯
條
件
の
改
善
要
求
の
外
に
排
英
運
動
で

あ
っ
た
こ
と
は
見
：^

す
へ
か
ら
ざ
る
妻
2

る
。
さ
れ
ば
！

{
n
?
Q

個
々
の
組
合
が
あJ

V

た
■

で
、
組
合
法Q

制
定
が
璧
さ
る 

、
に
至
っ
た
の
は
询
S

然
で
あ
る
が
、
.

加
ふ
る
に
常
時
の
廣
漀
國
拔
政
府
は
勞
働
i

に
好
意
を
有
し
て
屈
た
と

こ

ろ

か

ら

、

國

務

 

す
：聚
に
法
彩
繁
ぷ
會
の
靡
都
を
經
て
民
國
十
一
年
三
月
左
記
の
エ
食
條
例
が
、
わ
け
な
く
制
定
公
布
さ
札̂

0

:

廣
東
政
府H

愈
條
例

^

一: ^
ゾ
そ
搭一

職
榮
に
就
き
五
十
人
以
上
の
勞
働
满
を
狩
す
る
も
の
は
本
條
例
に
よ
り
組
^
を
組
^
す
べ
し 

第
二
條
.
.糾
合
は
法
人w

す

證

虹

糾

合

の

S

は
市
或
は
縣
の
區
域
を
以
て
讓>」

し
其
兩
區
域
以
外
に
紐
合
を
設
立
す
■る

省

の

主

齧

の

認

可

を

受

く

べ

し 

r
p

條

|
合
を
韵
I T
-

せ
ん
4

る
時
は
發
起
人
講
の
上
、
計
盥
截
に
職
農
歷
獸
及
规
定
各
三
部
を
地

方

官
溝
に
蛊
出

し

、

本

墙

の

^
跋 

:

を
受
ベ
ベ
し
、
地
方
I

は
市
に
花
り
て
は
市
政
廳
、
地
方
に
花
り
て
は
縣
公
f

す 

.

第
沿
^

m'̂
,晶
は
韵
合
設
立
羅
窗
に
典
職
疆
膪
褂
各
一
部
を
添
へ
V

中

央

及

翁

立

の

春

信

議

ー

す

ベ

し 

第
六
條
組
合
證
中
に
は
犮
の
_

を
明
記
す
べ
し 

•

(

一〕

名
稱
及
業
務
の
,

(

ニ) 

E

的
及
其
觀
類(

三〕

區
域
及
所
花
地C ：

四〕
賓

の

入

響

蟹

(

五)

賢
の
蜃
選
任
姊

ノ
仃
の
羽
-，ル

(

六)

會
議
の
规
话C

七〕

經
毅
徵
收
額
、
徵
收
法
及
會
計
规
£疋 

.第

七

條

II
I
合
の
職
務
左
"の

如

し■
C

二〕

業
務
の
改
.
M發
展
.

0

1

0勞
働
法
規
：の
制
定
欧
修
接
止
及
共
他
關
係
斟
项
に
對
し
て
は
行
政
せ
I
I又
は
義
會
に
意
見
を
陳
遂
す
る
こ

ミ

を

妈
0

5

努
働
^
の
公
典
的
刺
益
を
=
的
ミ
す
る
共
濟
、
化
產
、
消
赀
、
作
窀
、
保
險
等
科
植
辦
榮
を
營
み
、
及
ぴ
之
を
管
理
す
る
こ
3 

を
得
.S

其
他
圖
截
館
ゝ
研
究
所
’試

驗
所
^
愁
气
印
刷
出
版
業
も
亦
設
立
及
管
理
す
る
と
ゴ
を
得

五̂)

典
同
的
條
件
を
以
て
會
鮎
、商
： 

ぐ

：
’
.;,
1
1エ
場
宵
營
琪
業
の
管
理
局
所
1
照
傭
契
約
を
締
結
す
る
こ
ミ
を
傅(

六)

組
合
員
の
職
業
紹
介
ハ
七〕

糾
合
員
刺
益
の
ホ
張
浓
に
防
衞
、
. 

:
.
:
.
•

.

但
し
强
暴
脅
迪
.の
祺
情
あ
る
べ
か
ら
ず(

八)

凡
て
資
本
家
ゴ
靡
人
ミ
の
係
乖
雄
件
は
科
常
琪
褒
の
意
見
を
徵
し
瑨
く
調
密
し
て
發
表
す
べ 

、

.
し

.

(

九〕

勞
働
潸
の
就
業
失
業
を
調
赉
し
統
計
を
作
製
す
る
こ
ミ(

十〕

勞
働
若
の
經
濟
及
屯
fe
狀
態
の
調
迤 

第
八
條
.紐
合
の
職
務
は
蕾
會
に
於
て
之
を
議
し
、
置
は
谷
謹
合
員
の
投
票
に
よ
り
七
人
以
上
を
謹
す
。
系
員
會
は
_

の
繁
閑
に
よ 

.

.
り
济
干
人
の
職
鼓
を
:/
/
:選

し

辦

務

を

執

行

せ

し

む

•

*
 

.

.

•:
‘ 

：

.
钫
九
條
成
部
の
奶
女
数
働
游
は
自
|:
«
に

同

紙

な

り

又

自

凼

に

進

會

し

得....

.

第
十
條
各
該
紺
合
所
磘
の
祺
務
に
ー
卬
以
上
從
琳
し
ー
又
现
に
從
辦
す
ん
も
の
に
あ
矽
ざ
れ
ば
談
糾
合
職
員
士
な
る
を
得
ず
：

•
.

第
十1

條
組
合
は
組
.合
員
に
對
し
等
級
‘の
蝥
別
を
設
け
ず

第
十
一m

紐
合
緙
常
毀
の
徵
收
は
曾
負
收
入
の
西
分
の
.
1完
超
過
す
石
を
将
ず
、
.但
し
姐
合
員
に
し
て
增
加
を
乞
ふ
も
の
は
こ
の
限
り
に
非
ず 

第
十
三
條
.紐
合
の
战
金
及
第
七
條
第
三
、
四
项
所
货
の
啡
業
_

に
關
し
、
組
合
員
S

W
を
除
く
外
、
省
縣
窗
及
祁
他
公
共
謹
の
保
護
を
受 

V

る
こ
マ」

を
得

绾
屮
四
條
組
合
所
布
の
下
記
財
產
は
法
律
に
據
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
沒
收
す
る
こW

を
得
ず

'

a

v

.

l
 

(

一一)

报
會
所
、
圖
褂
館
、
.研
究
所
、
試
驗
所
、
學
校
及
典
濟
、
生
：產
、
.消
蜜
紐
合
往
宅
、
保
險
業
の
.共
同
の
勋
產
及
不
帅
產
. 

第
十
艽
條
,

組
合
よ
り
锊
苹
地
方
宵
諧
に
報
带
す
べ
き
祺
項
及
統
計
表
は
皮
の
如
し 

C
D
.

職
業
、姓
名
、履

歴C

ニ)

，組
合
員
の
人
數
並
に
入
退
會
及
就
央
業
死
亡
傷
韩
狀
況a

一

D

財
產
狀
況(

四〕

斯
業
の
成
績(

五)

.
係
银
郫
件
の
宿
無
並
に
經
過

安
那
勞
働
紕
合
法
の
歷
史I

班 

S九
セ
'

2

九
0
三
：
>
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支
那
勞
働
組
合
法
の
歴
史
！
班

=*
九
\

C
1
A
0
四〕

第
十
六
條
.
地
方
{慕
は
所
_
區
域
的
の
兹
合
報
带
並
に
統
計
表
、
狀
況
說
i

を
每
部
一
囘
中
央
及
it
の
主
管
{鳥
に
報
莩
る
こ
ミ 

第
i
七
條
本
條
|̂
に
よ
0
設
:̂
す
る
所
の
紐
合
は
ニ
つ
以
上
の
組
合
の
結
合
を
以
て
紐
合
職
合
會
を
紐
織
す
る
こ

e
は
本
條
例
の
規
定
に
よ
り
之 

を
許
可
す

î

 

ノ
奶
本

^
似
に
^
反
7
ァ̂
*斜
合
職
員
は
'̂
?.
廳
.檢
^
廳
の《

^
2に
よ
り
、
五
元
.以
上
班
十
元
以
.>
'
の
罰
金
を
科
し
*
且
つ
職
員
の
資
格
を
取 

消
す

木
#

^
雄
^
！#

r
T
~?7
'
r條
の
规
觉の

-？;1?す
に
就
て
、
韵
合
發
起
人
及
職
員
に
し
て
虛
健
の
報
带
を
な
し
乂
は
報
传
を
怠
る
も
の
は
银
判
廳
*

% 

察
廳
の
論
货
に
よ
り
十
元
以
上
W
元
以
下
の
罰
金
に
處
す 

第
十
九
條
組
合
の
解
散
及
淸
箅
に
關
し
て
は
商
會
法
ー
一j
十
一
條
乃
至
三
十
八
條
を
適
用
す 

第
二
十
節
本
條
例
は
公
布
の
日
よ
り
施
行
す

右

エ
會
條
例
が
公
布
さ
れ
て
か
ら
間
も
な
く
組
合
法
の
改
疋
意
見
が
各
方
面
か
ら
起
つ
て
來
た
。
そ
れ
は
主
■と

し
て
勞
働
_
郇
や
國 

民
黨
龙
右
派
に
よ
る
各
紐
合
祁
‘7/

f{
l
lの
#
ひ
が
紛
糾
し
て
來
た
か
ら
で
あ
る
。
勞
働
者
侧
は
國
民
黨
、
政
府
、
組
合
の
三

者

よ

り

.各

 々

委
員
を
视
び
之
が
改
正
に
當
ら
し
む
る
を
.1
1

:

し
と
す
る
希
望
を
混
し
た
が
、
黨
部
及
政
府
も
之
に
賛
成
で
あ
つi
j
。

改
11

'
:
の
要
沾
は 

(

一〕

帅
栽
機
關
を
設
け
る
こ
と
。
勞
働
紐
合
a

は
多
く
下
歷
階
級
に
興
し
敎
育
替
識
の
程
度
が
低
く
常
に
團
結
カ
を
濫
II
-
Jし
て
银
擧 

に
出
で
品
い
。
最
近
で
は
勞
働
容
方
両
で
も
其
粉
提
に
墦
へ
な
い
位
で
あ
る
か
ら
#

栽
^

^

'

の
設
镫
を
必
要
と
す
る
。

(

ニ)

.
一
地
方
に
同
一
性
ft
の
.ニ
.つ
の
紐
合
を
^
在
せ
し
め
な
い
こ
.とO

(

三)

观
合
は
產
業
組
合
を
主
と
す
る
の
に
職
業
組
合
が
違
前
0
如
^
£
惟̂
す
る
者
が
多
ぃ
か
ら
、
こ
の
意
味
を
明
瞭
に
さ
せ
る
こ
U
/

C

断)

1-
業
紐
介
所
條
例
も
亦
起
草
中
で
あ
る
.が
> 
北
ハ
內
容
は
肌
合
細
則
と
密
接
の
關
係
が
あ
る
か
ら
、
餌
合
條
例
の
發
布
を
俟
て
狄 

觉
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

—

と
い
ふ
の
で
あ
っ
た
。
之
に
對
し
て
廣
來
エ
人
代
表
會(

共
產
黨
系〕

は
左
の
如
き
修
茈
意
见
を
發
表
し
た
。

(
I
)

同
ー
地
方
に
於
て
同
ー
職
業
又
は
產
業
の
紺
合
は
ー
個
に
限
る
こ
と

(

ニ)

同
ー
產
業
の
勞
働
客
は
一
個
の
產
業
的
組
合
訊
織
の
下
に
.盤
順
さ
る
べ
き
こ
と

(

三)

連
帶
關
係
を
荷
っ
た
業
務
の
下
に
あ
る
勞
働
衮
は
其
本
來
の
組
合
の
外
、
別
に
聯
合
組
織
を
有
す
べ
き
で
あ
る
。

(

四)

紐
合
は
職
業
紹
介
の
絕
對
權
を
有
す
る
こ
と

(

五)

如
何
な
る
職
業
叉
は
產
業
の
.下
に
あ
る
勞
働
容
に
論
な
.<
該
業
範
間
內
の
勞
働
者
過
半
數
の
賛
成
あ
る
な
く
ば
組
合
を
飢
織
す 

る
こ
と
は
出
來
ぬ

(

六y

エ
場
の
職
エ
は
エ
.場
を
以
て
飢
合
組
織
の
眾
位
と
な
す
こ
と

(

七)

罷
業
の
絕
對
商
|1
1

(

八)

同
一
地
方
の
各
秫
產
業
組
合
及
び
職
業
組
合
を
綜
合
す
べ
き
組
合
の
存
在
は
必
要
で
あ
る
が
、
然
し
同
性
質
の
總
聯
合
機
關
が 

1

一
つ
以
上
#
在
し
て
は
な
ら
ぬ

茲
に
於
て
段
國
十
三
平
六
月
、廣
艰
國
民
黨
中
央
執
行
委
員
會
は
前
揭
エ
會
條
例
に
修
芷
を
加
へ
下g

、

新
エ
會
條
例
を
通
過
し
た
。 

這
の
條
例
は
總
现
公
布
の
エ
會
條
例
と
謂
は
れ
る
も
の
で
孫
總
理
は
そ
の
公
布
に
先
立
っ
て
五
一
節
に
各
勞
働
園
體
に
對
し
て

支
那
勞
働
紐
合
法
の
歷
史
ー
班 

三

九

九

2

九
〇
五
し



I

勞
働
紐
合
法
の
歷
史
一
迹 

四
g

2

S

六)

.

.

「

今
や
内
外
の
.
H
.
A
が
同
一
：の
作
戰
の
下
に
、向
ふ
^

I
のEL

標
は
是
亦
共
同
の
敵
で
こ
れ
內
外
工
人
の
當
然
聯
絡
を
も
つ 

て
典
同
し
ノ
戰
線
^

ー
氣
に
布
く
所
以
で
あ
る
し

•̂
述
べ
た
。
本
條
例
は
金
文
ニ
十
二
倏
よ
り
成
る
。

.
'
-屎
國
十
三
年
廣
東
國
民
政
府
エ
會
條
例
.

.

.
筋

一

條

霡

士

ハ

才

以

上

の

同

一

職

讓
S

蠻

馨

す

る

脳

力

S

筋

馨

馨

、
家
慶
び
公
_

—

■
ら
る
者
、■

教
職
員
、

:

,

政
ボ
機
1
の
驾
務
長
に
し
て
.同
ー
業
務
に
就
き
五
十
人
以
上
集
會
す
る
も
の
は
本
條
例
に
よ
り
紐
合
を
龃
-成
す
べ
し 

,
第
二
條
紐
合
.は
法
人
ミ
す

(

糾
合
員
の
私
的
對
外
行
爲
は
エ
會
に
於
て
連
帶
實
任
を
負
は
ず
。〕

第
三
條
紐
合
は
照
、議
體
對
等
の
地
位
に
立
ち
必
製
の
場
合
に
は
聯
合
裏
を
f

、
勞
働
表
の
地
位
の
霊
、
作
業
狀
態
の
改
f

計
り
、

亦
^
资
故
ア
の
•承
•於
或
は
^
突
每
件
に
關
し
て
討
^
し
以
て
こ
れ
が
解
決
に
當
る
こ
7£

を

^

第

四

條

f

は
そ
の
脑
圃S

に
f

て

言
输
、
出
版
、
及

び

警

_

を
辦
理
す
る
，.の
自
f

字
 

.

，

、
第

ョ

妒

隻

i

織
Q

S

,箇

•か
現
行
の
行
政
區
域
を
超
学
る
雾
は
須
く
高
級
行
政
裏
に
よ
り
管
篇
關
の
持
定
を
受
く
べ
き
も
の
ミ
す 

.
第
六
條
組
含
は
產
議
織
を
以
て
f

な
す
。
但
し
特
別
の
清
に
よ
り
て
多
數
會
員
の
同
意
S

て
職
業
組
織
を
設
く
る
？

を
得
。
巳
に
成 

立
せ
る
同
一
W
質
の
紺
合
一
一
個
或
は
ニ
個
以
上
あ
る
f

は
'
エ
會
聯
合
會
を
紐
織
し
以
て
聯
合
或
は
改
組
を
謀

る

可

し

.

第
七
條
發
起
人
は
冏一

業
務
に
從
？

る
も
の
五
十
人
以
上
の
S

を
持
つ
て
議
及
び
職
員
の
鍾
馨JI

通
を
地
方
嘉
に
提H

し
登
記
を 

ベ
し
。

登
記
中
請
は
縣
公
溝
或
は
市
政
廳
€

な
す
。
登
記
を
^
請
脅
ざ
る
紐
合
は
本

法

に

規
货
す
る
所
の
1
利
及
び
保
障
を
受
く
る
を
这

第
八
條
紐
合
の
规
約
に
は
左
記
の
.各
項
を
記
載
す
べ
し

.
C
1
V

名
稱
及
び
業
務
の
性
質
0
0
. 

n
的
及
び
職
務
Q

W
區

域

及

び

所

花

地

(

四〕

職
員
の
浴
_
、
職
權
及
び
選
任
改
任
の
规
资 

C

五
：>
.會If 、'

紐
織
及
び
役
票
の
方
法(

六〕

經
費
の
徵
收
額
及
び
徵
收
の
方
法C

七〕

會
員
の
資
格
に
對
す
る
制
限
及
び
會
負
の
權
利
義

.務 

.

.
•

.

第
九
條
組
合
は
六
ヶ
月
®
に
下
記
谷
孭
の
統
計
表
を
作
製
し
て
所
犄
地
方
行
政
官
廳
に
報
货
す
pi
し 

C
1
)

職
員
の
姓
裳
び
履
勝
C

5
糾
合
員
の
姓
名
、
人
數
、
加
人
货
日
、
就
業
場
所
、
及
び
そ
の
就
業
、
失
業
、
職
務
の
變
H
、
移
励
、
 

.死
ご
、
傷
银
の
狀
況a

一

d

 

H

 

§
斯
業
經
營
成
績
ハ
®

擺
粢
或
は
そ
の
他
衝
突
_
件
の
有
無
及
び
そ
の
祺
實
の
經
過
或
は

結
泶

第
.十
條

Il
l
Art
の
職
務
.左
の
如
し

C
.
1
)

紐
合
員
的
の
利
益
の
主
張
放
に
擁
酿C

 
ニ)

紐
合
員
の
職
榮
紹
介(

ー
一
ー

〕

屌

傭

主-~
?

」

團
體
契
約
の
締
結(

四〕

紐
合
員
の
便
刺
或 

..は
利
益
の
た
め
に
糾
織
.せ
る
糾
合
銀
行
、儲
蓄
機
關
及
び
勞
働
保
險
の
經
營(

五〉

紐
合
員
の
娛
樂
の
た
め
に
糾
織
す
る
科
種
媒
樂
祺
務
、fr
員
. 

.

.懇
親
會
及
び
俱
樂
部
ハ
六)

紐
合
員
の
便
利
或
は
利
益
の
た
め
.に
糾
織
す
る
_

、
消
費
、
賢

、
住

寒

翁

の

糾

合

c

七
y

li
l
貪

の
 

智
識
技
能
の
.坍
迆
の
た
め
に
組
織
す
る
職
業
敎
育
"
，通
俗
敎
育*

勞
エ
敎
育
、
P
讓

、
研
究
所
圖
窗
及
び
其
他
资
期
及
♦ひ
不
定
期
の
出
版
物 

(

八)

紐
合
員
の
敕
濟
の
た
め
に
紐
織
す
る
鹽
院
或
は
診
癥
所
S

糾
合
員
妁
の
紛
爭
の
調
停
.(

十〕

.
組
合
或
は
組
合
員
の
屑
傭
生
に
對 

す
る
^
執
及
び
衝
突
珙
件
に
關
し
て
當
辦
密
に
對
し
て
意
見
を
發
表
し
或
は
そ
の
意
見
を
徵
收
し
或
は
聯
合
組
合
員
一
致
の
行
励
を
な
し
或
は
歷 

虫
代
表W

聯
合
會
議
を
開
き
，
仲
裁
の
執
行
或
は
肩
主
方
面
に
謂
求
し
て
共
に
第
三
者
を
推
擧
し
て
參
加
仲
裁
に
あ
た
ら
し
め
、
或
は
所
管
行
政 

官
廳
に
要
員
を
派
遺
し
て
調
靡
•、仲
裁
方
を
請
求
し
、
以
て
.そ
の
解
決
を
謀
る
こV

を

撙

(

十1
〕

工
業
或
は
勞
エ
法
制
に
關
す
る
規
觉
に
對
し 

て
修
芷
駿
化
等
の
祺
項
あ
ら
ば
そ
の
意
見
を
行
政
官
廳
、法
院
及
び
議
會
に
陳
述
し
廉
に
行
政
官
廳
、法
院
及
び
議
會
の
諮
詢
に
答
毕
す
る
こ
ミ
を
. 

靡
勞
働
紐
合
法
の
歴
史一

班 

柙
0

一

(

ー
.九
0
七
ソ



j

產

I

I

法
の
s

 

i

珑 

四0

•ニ 

(

 

I

 

S
O

得

c
jr
D

一
切
の
勞H

經
濟
狀
況
及
び
同
業
者
間
の
就
業
失
業
の
調
I

’に
編
樹
、

一

望

計

狀

況

の

統

計

及

ぴ

馨

5

6

そ
の
他 

種
々
の
紺
合
員
の
利
益
の
咐
進
-
エ
作
狀
況
の
.改
岛
、
.紐
合
員
の
^
活
及
ぴ
智
識
の
滑
進
に
關
す
る
の
班
米 

妨T

一
條
斜
合
0
職
乡
は
刹
合
負
よ
り
評
斜
仓
^
擧
法
に
よ
0
選

思

ら

.れ
、
對
外
的
.に
は
II
I

#
を
代
表
し
紺
食
員
に
對
し
そ
の
賢
任
を
货
ふ
。 

第
十
二
條
紐
合
負
に
は
等
級
の
差
別
な
し
。
似
し
f

は
組
合
員
#
自
の
收
人
額
に
よ
り
て
徽
收
の
標
维
を
宏
む

紐
賞
の
糾
合
に
對
す
る
經
常
费
S

擔
頌
I

證
合
員
の
收
入
の
W
分
の
五
を
超
過
す
る
を
得
ず
。
但
し
特
別
f

:及
び
糾
合
員
の
利
益
の 

た
め
の
臨t

蘇
集
金
或
はS

資
金
は
此
限
り
に
非
ず

第
十
三
條
組
合
員
は
必
嚣
るW

き
紺
合
帳
讓
に
財
政
狀
況
を
調
赉
す
る
爲
に
代
表
を
派
遺
す
る
こ
ど
を
得

第T̂
i

條

5
5
&合
は
必
级
ぁ
る
叫
は
組
合
員
多
數
の
決
議
を
极
據
ミ
し
て
龍
業
を
宣
言
す
る
こ
ミ
を
得
？
沮
し
公
共
の
秩
序
、
安
寧
を
%•
#
し
或
尤 

他
人
の
虫
命
財
產
に
危
银
を
加
ふ
る
こW

を
捋
ず

第
十
五
條
紐
合
S

合

狀

況

及

び

H
場

塑

■

の
馨
に
關
し
M
諸

に

對

し

寶

を

歷

代

表

を

選

出
 

し
て
照
傭
方
甜
の
代
表
ど
聯
合
會
議
を
II
I

織
し
こ
れ
が
解
決
を
討
議
し
得

学

六

條

行

路

晶

は

管

：§
區
域
内
の
紐
伶
に
對
し
對
麗
證
間
に
淨
執
或
は
衝
突
の
發
生
す
る
時
は
原
因
を
調
避
し
て
仲
裁
を
執
か
す
る
こ
€ 

を
得
。
仕
し
執
行
を
证
制
せ
ず
。
公

の

勞

馨

謹

の

雇

蟹

w

の
翼
に
關
し
狀
況
擴
大
或
は
延
長
す
る
時
は
行
政
{晶
は
公
平
に
調 

蜜
し
^
:裁
手
縛
を
W
Oた
る
後
兩
齊
相
持
し
て
和
せ
ざ
る
時
は
判
決
の
執
行
を
牌
'

制
し
指
.

第
十
七
條
飢
合
§

利
益
讓
の
た
め
に
糾
合
恶
金
、
勢
働
保
險
金
、
紐
盧
貯
蓄
金
等
の
銀
行
に
領
け
置
け
る
も
の
に
し
S

銀
行
破
S

時 

は
賠
償
に
關
す
る
優
先
權
を
苻
す
，

第
十
八
條

|1
1
合
及
び
紐
合
所
—
の
下
記
备
孭
財
產
は
沒
收
す
る
を
锊
ず

病
院
及
び
產
築
、
.
.消
費
、.
住
，宅
、
.購
貢
等
に
關
す
る
务
組
合
事
_
の
動
產
.
•不
動
產
、

V
、

事
務
所
、
圖
書
館
•
俱
樂
部

ニ
’，
紐
合
員
の
利
益
.を
擁
護
す
る
た
め
の

1
命
、
勞
働
保
險
金
、
糾
合
負
貯
命
等 

第
十
九
條
本
法
第
八
條
並
に
第
九
條
の

zj
f
项
に

ri
す
る
糾
合
發
起
人
及
び
駔
合
職
負
の
報
诉
に
不
惝
不
赏
の
_
あ
る
時
は
承
管
行
政
竹
廳
は
そ
の 

珙
實
に
戕
き
：抖
報
带
を
命
ず
る
を
得
。
而
し
て
該
命
令
に
依
り
正
當
な
る
報
伢
を
器
出
せ
ざ
る
以
前
に
於
て
は
該
糾
合
の
行
励
は
本
法
の
保
^
を 

.受
く
る
こW

を
得
ず

第
二
十
條
凡
そ
刑
排
、
議
嫌
中
に
て
制
限
す
る
所
の
聚
集
、
集
合
等
の
條
文
は
本
條
例
に
爾
せ
ず 

第
一1

十
一
條
本
洗
は
公
布
の
日
ょ
り
施
行
す

本
條
例
は
第
一
次
齒
代
表
大
舍
に
於
て
银
政
份
が
聯
俄
、
容
共
、
農
工
の
三
大
政
策
を
決
議
し
た
後
、
五
ケ
さ
れ

 

た
も
の
で
、
龙
つ
て
可
成
り
こ
の
方
而
の
影
響
を
露
：

c
=

に
表
せ
る
も
の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
そ
の
內
容
に
於
て
は
前
條
例
ょ
り
も
一 

屁
盤
備
し
且
つ
進
步
し
た
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

〔
1
1〕

北
京
政
府
制
定
の
勞
慟
組
合
法 

前
述
せ
る
如
く
十
一
平
の
中
明
か
ら
北
京
に
於
て
も
懲
記
部
を
屮
心
と
し
て
勞
働
法
規
制
宛
の
促
進
遝
励
は
起
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
あ 

る
。
靡

禿

は

勞

響

の

集

#
結
社
權
、同
繼
エ
權
、
團
體
獎
約
締
結
權
、
勞
働
者
の
國
際
的
聯
合
の
承
認
、
勞
働
時
問
の
制
限
、勞 

働
代
表
め
政
府
經
濟
機
關
、
企
業
機
關
及
び
私
人
企
業
機
關
に
對
ず
る
參
加
權
を
包
含
す
る
勞
働
法
案
を
議
會
に
提
出
し
た
程
で
あ
つ 

た
。
勿
論
そ
れ
は
具
'

體
化
を
觅
な
か
つ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
顷
か
ら
大
規
模
の
爭
議
が
频
發
す
る
に
至
り
、
规
に
十
二
平
ニ
月
の
京 

澳
鐵
路
能
エ
，の
如
き
は
遂
に
流
血
の
慘
を
見
た
の
’

で
、
北
京
政
府
も
終
に
輿
論
に
動
か
さ
れ
、
X
人
協
會
法
案
な
る
も
の
を
起
草
し
之 

を
議
會(

民
國
士
ー
年
四
月)

に
提
II
'

,

し
た
。

支
那
勞
働
轵
合
法
の
歷
史一

班 

四
2
 

a

九
0
九)



支
那
勞
働
紐
合
法
©
歷
炎一

班

• 

: 

.

.

.
> 

四
0
四
-

c

 1.

九
一
〇〕

一

H

人
協
會
法
案

"

.
第
一
條
凡
そ
同一

寒
に
從
珙
す
る
勞
働
霞
生
計
の
維
持
利
益
の
謹
を
計
る
泪
的
を
以
て
、
，本
法
に
よ
り
.蓄
を
糾
織
す
る
を
舄 

，'第
二
條
工
人
協
會
は
法
人>

」

す 

；

：

:

:

■
,

.

.
第

三

條

工

人

協

會

の

橥

務

发

の

如
し 

,

.'

:

C
D

實

の

瓦

肋

に

學

る

件

C

5
厨
傭
條
件
の
改
善
に
關
す
る
#'-(

三)

勞
働
狀
況
の
調
變
關
す
る
件(

四)

、
勞
働
立
法
、
.行 

政
に
關
し
政
府
に
意
見
を
陳
述
す
る
件(

五〕

行
政
{暴
の
諮
詢
に
覆
答
す
る
件 

第
四
條
工
人
協
#
は
分
#
を
設
く
る
こ
ミ
を
得

證

條

H

人
協
霞
必
ず
十
人
以
上
の
謹
に
よ
I

則
を
備
へ
て
發
起
人
よ
|

該
管
轄
の
地
方
行
政
慕
に
屈
け
出
で
爵
を
受
く
べ
し 

.

國

焚

舍

魔

£

從

孪

る
I

s

響

鋈

く

春

機

I

I

を
受
け
M

i

l

l
警

廳

に

僧

ず

べ
し
。
翦

の

馨

|

起
人
の
姓
名
、
年
齡
、8

、
職
業
、
住
所
を
明
記

す
べ
し 

- 

第

六

條H

人
協

會

會

則

に

は

学

—

番

を
記
載
す
べ
し 

ノ

(

一)

名
稱
.

C

5
 

i所
の
位
置
，(

三)

食

の

蓮

§

 
.

會
員
の
I

入
會
I

の

手

續(

五〕

贊

の

人

數

、
職
務
、
選
擧
、 

fr
:
期
及
退
職
の
ぉ
^

(

六〕

#
期
及
決
議
方
法(

七)
經

費
(

八)

解
散
の
理
由
.

第

七

條

會

切

の

改

正

に

は

天

響

の

開

-#
決
_
を

学

0
见
つ
證
條
の
規
觉
に
よ
り
屆
け
出
で
許
可
を
受
く
べ
し

访

八

條H

人
協
會
の
職
員
選
擧
及
決
議
I

は
該
地
方
行
政
官
磐
に
報
街
す
べ
し
。
國
I

は
公
荷
I

の
工
人
協
會
は
碧
こ
よ
り
f

す

外
、
.生
霞
關
に
も
報
莩
べ
し 

i

丨

-
- 

第

九

條

_

裏

に

於

て

■

£

む
る
3
き
は
人
S

に
霧
し
で
調
_

し
む
る
专
を
得

第
十
條

該
I

溝
の
許
可
を
得
ず
し
てH

人
協
f

設
け
た
る
.も
の
は
該
協
會
を
解
散
す
る
の
外
發
起
人
を
百
冗
以
下
十
元
以
上
の
I

I

す

伹
し
本
法
の
规
定
に
ょ
り
觅
に
許
可
を
得
て
設
立
す
る
こ
>

」

を
得 

第
十

i
 
.木
法
の
规
诺
に
ょ
り
報
铒
す
べ
き
琪
項
の
報
带
を
怠
る
も
の
は
五
十
元
以
下
五
元
以
上
の
罰
金
に
處
す

第
十
二
條
工
人
協
會
の
議
決
に
し
て
本
法
或
は
其
他
の
法
令
に
違
反
す
るVJ

き
は
所
管
官
憲
は
典
取
消
し
を
命
ず
る
こW

を
得
。H

人
協
會
に
し 

て
所
犄
竹
憲
の
取
消
命
令
を
遵
行
せ
ざ
る
^
き
は
該
I
n溝
は
之
を
制
止
す
る
を
得 

第
十
三
條
工
人
協
f

決
議
或
は
決
議
に
f

行
_
に
し
て
左
記
_

の
一
に
該
當
す
る
f

は
所
管
{梟
は
藤
散
を
命
ず
る
を
得 

(

一
V

政
體
を
榴
亂
す
る
も
のG

D

公
安
を
妨
齊
す
る
も
の(

三)

公
衆
の
生
活
を
脅
威
す
る
も
のC

四)

交
通
を
妨
げ
禅
を
國
家
社 

.
#
に
及
ぼ
す
も
の

第
十
四
條
本
法
施
行
細
則
は
敎
令
を
以
て
之
を
觉
む 

第
十
芄
條
本
法
は
公
布
の
日
ょ
り
之
を
施
行
す

.

.

こ
の
法
案
は
法
制
局
か
ら
國
務
院
北
ハ
他
關
係
各
部
に
送
達
し
て
賛
同
を
求
め
て
ゐ
た
が
、

一
向
に
進
.涉
し
な
か
つ
た
。
そ
の
中
に
六 

n
の
政
變
が
起
つ
て
法
案
は
共
條
立
消
ぇ
と
な
つ
て
了
つ
た
。
そ
れ
は
と
に
か
く
道
の
法
案
に
對
し
て
左
翼
で
は
大
體
次
の
攻
擊
を
加 

へ
た
。

『

農
商
部
のH

人
協
#

法
案
は
，
中
ち
三
ヶ
條
を
除
く
外
は
、凡
そ
勞
働
者
を
死
地
に
陷
れ
る
も
の
で
ぁ
る
。
姝
に
第
八
條
の
工
人
協 

會
の
職
员
選
擧
及
決
議
琪
项
を
地
方
行
政
官
署
に
報
齿
す
べ
き
規
宛
、
及
び
第
五
條
の
組
合
組
織
規
定
の
報
齿
は
全
く
勞
働
衮
の
向
出 

結
社
權
を
獾
ふ
も
の
で
明
か
に
約
法
に
背
い
で
居
る
。
殊
に
決
議
事
顼
の
報
吿
の
如
き
組
合
の
行
動
を
來
縛
す
る
の
み
な
ら
ず
贸
行
も 

亦
困
難
で
あ
る
。 

.
• 

-

支
那
勞
働
紐
合
法
の
歴
史
二
班
V 

四
0
五

(
1

九

ニ〕



攻
那
勞
働
紐
合
法
の
歷
史一

班

.

： 

四
0
六

(

1
九
ー
5

免
九
條
も
，亦
勞
働
者
の
自
由
を
奪
ふ
も
の
で
あ
る
o

'

第
十
、
第
十
一
條
の
如
き
は
、
徒
に
繁
玻
な
る
規
定
を
設
け
て
勞
働
者
を
罪
に 

r

る
-

^

も
の
.

に
過
ぎ
な
い
o 

:

笫

士一

條

Q

規
^

は
、
さ
き
に
锘
や
京
漢
賺
繼
や
官
僚
及
び
軍
閥
が
强
カ
を
以
て
勞
働
者
の
行
動
を
麗
し
た
當
時

、

暴
壓 

を
背
宛
す
る
法
#

上
の
极
據
が
な
か
っ
た
の
で
、
こ
X

に
之
を
規
定
し
た
の
で
あ
る
。
則
ち
眾
閥
窗
僚
の
勞
働
渚
腿
迫
權
が
公
然
法
律 

上
の
承
認
を
得
た
譁
で
あ
る
。

^
T
-

三
倐
は
{

争
を
社
#'

國̂

に
及
ぼ
す
も
の
、
公
安
を
妨
密
す
る
も
の
、
政
治
を
擾
亂
す
る
も
の
に
對
す
る
解
散
の
規
定
で
あ
る
！̂
、
 

利
も
何
を
指
し
て
社
富
家
と
云
.
ふ
の
か
。
全
勞
働
者
の
數
は
_

人
口
の
百
分Q

八
十
以
上
を
右
め
て
居
る
。
社
食q

一
切
の
も
の 

は
勞
働
者
に
ょ
っ
て
造
ら
れ
て
居
る
。
勞
働
者
即
ち
社
會
で
あ
る
。
勞
働
#

は
決
し
て
.

此
會
を
妨
害
し
な
い
が
、
肖
ら
社
會
と
稱
r

る 

軍

趿
r

僚
資
本
家
こ
そ
日
々
勞
働
容
を
妨
害
し
衣
食
住
に
不
安
を
感
ぜ
し
め
る
の
で
あ
る
。
彼
等
こ
そ
眞
に
政
治
を
亂
し
治
安
を 

妨
け
公
衆
の
生
活
を
危
く
す
る
も
の
で
あ
る
。
從
っ
て
勞
働
赛
は
相
當
の
手
段
を
盡
し
て
政
治
を
腐
淸
し
多
數
努
働
者
の
生
計
を
維
持 

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
M

JH

の
治
安
を
保
障
す
る
.

た
め
に
は
暫
く
交
通
を
妨
害
ず
る
.

こ
と
位
は
止
む
を
#

な
い
の
で
あ
る
。
ど
の
.法 

案
は
軍
間
を
以
て
國
家
社
會
の
主
人
公
と
な
す
も
の
で
、
共
和
拔
.

主
國
に
は
全
く
容
れ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。五

：：

人
は
此
種
の
工
人
協 

會
法
案
を
以
て
變
裝
し
た
る
工
人
懲
治
條
例
と
認
む
る』

と
0

と
こ
ろ
で
、
祺
實
は
該
法
案
の
公
布
は
途
に
見
る
に
至
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
るo
民
國
十
四
年
、
臨
時
參
政
院
が
設
立
さ
れ
た
が
、 

參
政
院
議
員
0
選
擧
.に
關
す
る
條
项
の
中
に
法
圑
互
選
の
项
‘が

ぁ
り
、
そ
の
法
國
に
は
勞
働
紐
合
も
含
ま
れ
て
ゐ
た
か
ら
、
勞
働
M

合

 ̂

に
參
加
^
る
爲
に
は
エ
會
條
例
が
早
く
公
布
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
加
ふ
る
に
各
地
に
勞
働
#
讅
が
频
A

と
.し
て
起
り
、

0

 

合
法
制
^
の
必
要
火
に
迪
b
農
商
部
は
：エ
會
條
例
草
案
を
脱
稿
し
て
之
を
法
制
院
に
移
牒
、
辊
获
屮
に
ぁ
つ
た
と
き
、
五
洲
事
利
が
起
つ 

て
上
海
に
は
總
エ
會
川
現
し
、
各
地
に
も
胚
に
勞
働
運
動
が
行
は
れ
、
勞
働
は
一
つ
の
有
力
な
る
社
#
勢
力
を
形
成
す
る
に
至
つ
た
。 

流
布
に
保
守
的
な
北
京
m

l

何
と
I

し
f

一

眾

七

a

i

l

s於
て
姜
二
十

K
條
ょ
り
成
る
H

I
例

萆
案
を
通
過
し
た
。 

.

.
H

會
條
例
苠
案

第一

條

同

一

の
戮
に
從
辦
す
る
勞
働
霞
顏
冋
の
利
益
を
維
持
湛
す
る
问
的
を
以
て
本
條
例
に
依
り
エ
會
を
設
立
す
る
こ
ミ
を
得

前
項
のH

S
M
1

地
方
行
政
凝
内
运
名
は
ー
會
以
上
甚
辛
る
こ

I

学

.

_

EI
し
典
他
の
行
政
區
域
妁
に
於
け
る
同
一
種
類
のH

會
3 H

會
聯
合
會
を
設
立
す
る
こ
€
を
妨
げ
ず 

第
二
條
エ
會
は
之
を
法
人
ミ
す
'

第

三
條

X
會
の
職
務
は
左
の
切
し 

(

一〕

紐
合
员
の
議

紹
介
及
典
他
典
濟
に
關
す
る
_
 (

5

勞
働
潢
の
待
遇
改
善
に
關
す
る
_
 (

三〕

勞
働
狀
態
の
聽
|鼉
に
關 

す
る
I
 

C

G紐
合
贝
の
磐
及
龄
働
保
險
に
關
す
る
_
 (

五> 

奪
負
の

I

糾
合
1

间
|

等
に
關
す
る
|
 (

六〕

關
係 

入

の

薬U

因

桑

鼐

の

■

潭
に
關
す
る
_

 (

古
努
響
の
裂
に
關
す
る
藍
爸
政
府
の
機
關

f

eし
2
覚
を
陳
見
す
る

の

祟

(

八〕

勞
働
塞
虫
の
研
究
及
知
識
抜
能
の
霊
に
關
す
る
事
项 

第
四
條
エ
畲
は
邪
戚
域
^
に
於
て
龙
記
#
款
の
資
格
を
與
備
す
る
五
十
人
以
上
の
勞
働
教
を
發
起
入
3
爲
し
耝
合
毋
舻
を
^
め
て
只
踭
也
ヵ
ゎ
政 

^

^
に
^
川
で
觅
に
地
方
最
高
行
政
長
^
ょ
り
農
柯
部
に
諮
蘭
し
許
对
を
受
く
る
に
^
ざ
れ
ば
之
を
^

^
づ
る
こ
ミ
を
^

^
 

:

支
那
勞
働
紕
合
法
の
滕
史
一
班 

，
？

.(

一
九
'一
三)



.
支
那
I

I

法

の

燈

5

.

.
四0

八

(
！

九
.
1

S
 

C
D

旣
に
職
業
1

し
瓜
つ
議
に
繼
續
し
て
三
年
以
上
從
鄭
f

者

.(

5

:
_

ニ
十
才
以
上
の
者(

三

〕

m
ぼ
文
字
に
通
じ
尚
I

'

證

I

公
營
囊
に
從
学
る
勞
働
I

H
會

を

設

せ

む

享

る

l

i

示
の
規
定
を
適
用
す
る
外
®

髪

晶

に

屈

ナ

⑴
で
之
が 

:許

»1
を
受
く
る
こ
>/を
要
す

^

^
.^
:
1-1會
の
刹
織
射
^
に
は
左
.の
諸
現
を
記
載
す
る
；

」

:̂
を
耍
す
：
.

(
！
)

 

I

、
腐
域
及
I

所
の
所
I

ベ
ニ)

エ
會
の
问
的
I

務

§

贊

數

、
權
限
及
選
擧
方
法
に
關
す
る
規
定(

四〕

$

.
の
召
集
及
議
事
手
續
に
關
す
る
辦
*项

(

五)

經
費及

'!

許
に
關
す
る

證

第1

ハ

條

エ

會

の

組

貪

は

滿

十

六

才

以

上

の

篇

S

し
て
該
市W
に

在

る

翁

工

場

に

ー

羅

せ

ら

る

各

に

限

る 

第
七
條
左
記
翕
の一.

に
醫
す
る
霞
エ
會
の
.職

農

發

起

人

v

な

る

こ

裏

ず 

’

a
)

：

公
f

霸

さ

れ

未

だ

疆

？

I

.
 

§.

精
神
I

孪

參

§

產
例
第
二
士
一
f

 

S

&
し
5

大
な
る
I

 

.

.を
^4

若 

{

焚

條

H

會
に
は
翼
制
會
長
各
一
人
理
雄
七
人
乃
至
十
五
人
を
設
く
職
員
は
皆
名
譽
職
要 

•

前
唄
の
職
s

_

I

i關
し
S

產

例

證

鱗

一

苕

揭

ぐ

る

t

Q
嚳

_
$
学

.

第
九
條

H

會
は#

該
會
所
在
地
に
其
祺
務
所
を
設
く
る
こ
ミ
を
得 

.

第T
-妒
H

會
の
費=

；

は
別
に
恶
金
を
狩
す
る
S

外

識

合

員
の
納
入
す
る
會
費
を
以
て
■

支
辩
す 

前
項
の
富
は
翁
合
員
の
收
入
額
に
應
じ
豫
め
妞
合
規
約
を
以
て
I

徵
收
の
類

を

S

る
こ
I

得 

但
し
其
最
高
額
は
證
合
費
の
收
入
の
西
分
の
：三
を
超
ゅ
る
こv

を
棵
ず
：
.

第
*:r
1

條
ェ
會
に
屬
す
る
装
金
勞
働
保
險
金
及
組
合
員
の
貯
蓄
金
は
凡
て
之
を
國
庵
代
理
銀
行
に
預
入
す
べ
し

-

.前
喷
の

1
金
保
險
侖
貯
1.
金
.は
其
预
'入
錤
行
の
敗
產
し
た
を
ミ
き

{1
優
先
し
て
之
が
#
黯
钇
要
求
す
る

||
科
ぁ

.る
も
の
<
な
す 

第
十
二
條
エ
會
觀
费
の
出
納
は
锊
苹
羰
箅
決
^
を
編
成
し
て
之
を
糾
侖
员
全
髅
の
決
議
に
附
す
べ
し

第
十
三
條_

エ
會
の
紐
合
員
は
必
要
あ
o
ミ
認
む
る
d
き
は
糾
合
員
十
分
の1

以
•上
の
同
意
を
得
て
代
表
^
を
選
派
し
X
會
の
帳
簿
及
一
切
の
財
產 

狀
態
を
調
称
；す
る
こ
^
を
得
几
つ
之
を
典
主
務
宵
廳
に
褪
⑴
す
べ
し

坊
十
W
條

H

繁

賢

は

雜

窆

_

Q
爵

を

麗

し

農

麗

に

_

1

1つ
之
を
其
、看

廳

に

措

す

べ

し

.
I
V紐
合
费
の
姓
济
員
數
加
人
の
卬
月
就
粢
エ
場
及
共
變
動
並
に
死
亡
傷
害 

•.,1

一、
經
费
の
出
納
及
财
產
狀
態

三
、
斟
槳
純
營
の
成
績

四
、
猫
荣
乂
は
其
他
の
衝
突
辦
件
の
有
無
並
に
之
が
顚
宋
及
結
泶 

第
十
S

エ
會
の
職
員
は
紐
合
—

體
9
裏
に
於
て
之
を
選
擧
す

第
十
六
條
讓
の
期
日
は
_

期
日
の
.十
五
日
以
前
に
S

之
を
#
紐
合
負
■

知
し
i
つ
所
轄
行
政
長
甚
屆
W
で
、
監
眷
の
臨
場
を
蔚
ふ 

ベ
き
も
の
.

yj

ず

第
十
七
條
エ
會
の
職
員
は
選
资
後
之
を
農
商
部
及
主
管
廳
に
報
伢
す
る
こ
苳
を
婴
す

第
卜
S

ヱ
會
職
負
の
仟
期
は
之
を
ニ
年
ミ
し
霸
す
る
こ
ミ
を
傅
。
其
補
缺
選
擧
に
依
り
選
出
せ
ら
れ
た
る
表
の
仔
招
は
S

者
の
仔
期
を
通 

豫
す 

一

. 

.

:

.纺
十
九
條
：
エ
會
は
.侮
平
ー
囘
萣
期
會
議
を
開
く
但
し
必
要
な
るV

き
は
臨
時
會
議
を
開
く
こW

を

得

■

第
，二
十
條
紺
合
规
約
の
變
荽
行
は
ん
I

る
I

は
s

n
全
體
の
三
分
の
一I

以
上
の
出
席
奮
る
こ
I

学
 

,
前
项
の
決
議
は
之
を
農
商
部
及
主
犄
甯
廳
に
報
带
し
て
許
可
を
得
る
に
非
ら
ざ
れ
ば
某
効
ヵ
を
虫
ぜ
ず

支
那
勞
働
紐
合
法
の
■歷

史一:

班
. 

'四
o
プ

。

ナ
一
五)
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安
那
f

紐
合
法
の
歴
史一

班
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四
一
o 

(
I
.

九
一
六) 

沪
ご
ゴ
條
エ
會
の
職
員
に
し
て
法
令
I

反

し

巻

i

小
正
の
行
爲
に
因O

V
H

會

の

屢

馨

信

用

に

損

■

與
へ
|

」

|

糾
合

.第I

I
Iニ
條
，H

會
に
しH

法

令

崖

反

し

公

暫

證

し

茬

重

暮

し

§

所

眷

廳

の

f

一
に
i

f

 
f

l
之
に
對
し
て
嘉
の

文E-JC^
つ
孝
W
部
及
、+
管
：
廳Q

指
承
を
傅
て
之
を
解
散
せ
し
む
る
こ
篆
每 

第
二
十
三
條
I

解
S

I

は
其
財
產
及
馨
S

く
之
を
糾
合
員
に
I

又
は
I

せ
し
む
べ
t

の
ビ
す 

第
二
十
I

本
慕
例
第
一
變
證
條
の
謹
に
變
し
て
エ
會
を
霊
し
た
f

の
廷
工
會
を
禁
止
す
る
外
S

起
人
に
對
し
M
兀
以
下

, 

第
二
十
五
條
本
條
例
は
公
布
の
Q
ょ
り
之
を
施
行
す

.

之
れ
が
北
京
政
府
の
原
案
で
|

.°
し
.か
し
、
段
國
十
四
年
七
月
初
、
I

が
上
海
に
於
て
公
H

f

.る
、
や
、
i

總
工
會
は
該 

f 

fを
h
てH

人Q
f
n
l

を
免
縛
し
り
餘
り
に
嚴
に
失
す
る
も
の
と
な
し
、
極
力
之
に
反
對
し
た
。
先
づ
鄭
而H

て

段

：
^

、

身
 

| 

商

部

菱

長

、
法
制
院
姚
院
長
宛
に
左
の
陳
情
を
試
み
、
別
に
f

葉
を
北
京
代
表

I

等
に
送
つ
て
法
制
f

l

f
M i
l

f
 

| 

せ
た
。

| 

策
—

蓮
人
の
人
數
I

並
に
敎
育
等
I

格
に
|

な
る
制
限
あ
り
、
避
れ
人
f

權
の
■

を
奪
ふ
も
の
な
れ
ば
應
さ
に
改

.m

す
可
き
も
の
な
り
。

一

-

第一

一
旣
に
エ
言
法
人
た
り
、
而
し
て
其
財
產
は
法
人
の
唐
に
_

し
f

l

な
る
に
エ
會
i

及
び
I

を

履

代

S

銀
行
に
限
る
は
不
可
な
り

0

\ 

/ル

三

:̂
^
は
€
か
に
各
^
の
同
業
.ェ
，會

の

聯

合

を

許

.1

.
1.地
方
に
於
け
る
各
業
ェ
：會
は
自
ら
聯
合
す
る
播
な
し
、
而
し
て
該
老
?)

エ
會
に
違
反
す
る
時
は
立
所
に
解
散
に
遭
ひ
發
起
者
は
刑
剖
を
受
く
、
此
戦

.改
:1
|
*を
要
す
べ
し
。

可
と
な
れ
ば
工
人
等
凡
そ
認
め
ら
れ
て
工
人
た
る
以
上
旣
に
X

會
员
の
资
格
を
取
得
す
可
く
、
常
然
エ
會
を
發
起
す
る
の
權
利
ぁ 

り
、
又
エ
會
一
切
の
財
產
は
エ
#
自
ら
其
预
金
銀
行
を
^
擇
し
得
可
く
條
例
上
に
制
限
を
設
く
る
は
不
可
な
り
、铄
ー
地
域
ょ
0

金 

國
各
業
ヱ
人
に
f

敎
W

機
關
及
び
共
助
等
は
篇
害
關
係
ぁ
り
、
さ
れ
ば
{

t

4

一
 

地
方
及
、E

國
總H

會

Q
綴
を
承
認 

す
べ
し
。
其
他
議
員
の
任
期
及
び
资
格
等
に

一
々
制̂

を
付
せ
ら
る
、
は
而
_

か
ら
ず
、
惟
ふ
に
工
會
條
例
は
工
人
の
勞
エ
利
益 

保
護
の
た
め
設
け
ら
る
可
き
も
の
に
し
て
工
人
を
艰
縛
す
る
の
具
と
爲
す
可
か
ら
ず 

而

し
て
上
海
總
エ
會
は
別
に
全
國
總
エ
會
上
海
辦
都
處
並
に
上
海
總
エ
會
の
名
義
.

を
以
て
左
の
修
正
エ
會
條
例
基
案
を
起
草
し
た
。

上
海
總H

會
修
正
の
エ
會
條
例
茸
案

第

i

凡
そ
認
十
六
才
以
上
の
E

職
業
或
は
產
橥
に
從
琳
す
る
妈
女
勞
働
表
、
家
費
び
公
共
機
關
の
麗
人
は
本
法
に
據
o
組
合
を
紐
織 

す
る
^
を
得

第i

一
條
糾
合
は
法
人
た
る
工
人
會
达
爲
す
。
會
員
た
る
私
人
の
對
外
行
爲
は
龃
合
に
て
速
帶
の
貴
仟
を
負
は
ず

_

條

紺

合w

譜

園

控

_

の
地
位
に
？

_

の
際
は
聯
響1

を
f

麵
響
の
地
位
を
霞
しH

作
の
S

を
靈
し
雙
方
問
の
紛

糾
威
は
衝
突
祺
件
の
討
論
及
び
解
決
を
爲
す
.

第
四
條
組
合
は
其
龅
圃
趵
に
於
て
言
論
出
版
及
び
敎
育
事
業
を
行
ふ
.M

sを
布
す
；
. 

.

第
五
條
組
合
を
糾
織
す
.る
に
.は
同
ー
の
業
務
に
從
事
す
る
十
人
以
上
の
連
锻
發
起
を
.级
し
常
該
^
廳
に
屆
=
で̂

^

^

执̂
七
は
正
式
^

^

、
^

窗
を
開
き
た
る
後
人
會
表
の
申
込

«?
•
成

妾

惠

過

の謹

及
び
|

翥

_

二
部
を
添
へ
地

方

甚

措

し

龍

を

讓

す

f

も
の
ミ

安
那
努
働
糾
合
法
の
歴
史一

班 

㈣
ニ 

U

ゴ1

七〕
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八)
1

:

 

. 

...
.

R-
*
A(t
縣
:̂
鑛
玫
は
rr
政
廳
に
於
で
之
を
耿
极
ふ
も
の
C:
す
。 

.

.
.

豸
P

國 

l

i

l

l

i

l

l

i

i

l

 

■■
H

M

U

I

I

i

l

l

l

i

匿
域
の
行
政
I

I

に
歸
し
中
I

I

外
S

同
性
質
I

f

聯
合
或
は
結

绾
七
條
紐
合
の
囊
に
は
左
記
の
^

^
を
記
載
す
べ
し
。

S

 

.

1

1

0

1

 

0 

a 

H

的
及
び
職
務(

三)

憂

I

地

g

職

、

職

 

@

 

|

變

び

l

i

 

g
變

徵

I

I

方

法

$

第
八
：
 ̂

f
は
六
ヶ
月
侮
に
左
記
事
項
の
統
計
表
を
作
製
し
地
方
行
政
墓
に
報
莩
べ
し
。

1
C

3 1
II

I

勝

(

ニ)

組
合
員
I

、人
數
、
加
入
年
月
、
就

職

靈

び

讓

、
1

1

1

1

 

'
い
'r
-る
 

I! 

M
產

龄

C

&
辦
_

營
成
緩
.C
五
V
腊
工
或
は
其
他
衝
議
件
の
狩
無
及
び
_
件

證

或

は

繁

S

,
紐

貪

の

利

益

裏

l

i

謎

す

§

組

合

員

の

獲

紹

介(

一一

D

麗
主
s

_

約
を
締
結
す
§

紐
合
員
の
便
益
S

銀
行
霧
及
び
勞
働
保
險
の
合
同
機
關
を
紐
織
す
§

會
員
娛
樂
.の
爲
—

娛
樂
|

會
員
懇
親
會
及
び
俱
樂
部
を
組
織
す
8

姐 

U

の
|

の
爲
|

翼

、賢

_

等

を

議

し

I

I

の
子
愛
び
幼
至
の
I

す
る
爲

s
 

s

i濟
I

霞

I

爵

餌
合
f

の
紛
梁
を
l

i
す
.

紐
合
或
は
組
合
員
の
I

に
對
す
暴
執
及
び
衝
i

件
に
關
し
當
I

I

し
意
見
§

1

•に
之
を

徵
し
或
は
聯
合
會
員一

致
の
行
動
を
爲
し
或
は

1
主
方
面
ミ
第
ー
1ー
衮
を
.雅
し
て
仲
裁
に
參
加
せ
し
め

3-
赞
行
政
窗
廳
に
委
員
を
派
し
て
調
袭
及
び

m
^
'̂r
を
抑
p}
.]
t
す

第
十
游
-
-じ
業
或
は
勞
エ
に
關
す
る
法
規
の
改
度
等
の
事
項
ぁ
る
場
合
は
行
政
1
廳
は
法
院
及
び
議
會
に
そ
の
意
見
を
陳
述
し
#.
に
行
政
官
_

法

院

，及

.び
議
會
の
諮
問
に
答
辯
す
る
琪
を
得 

.

第
十
一
條
.勞H

經
濟
狀
況
同
榮
間
の
議
失
榮
及
び一

般
生
計
狀
況
に
關
す
る
統
計
報
I

他
■
々
紐
貪
の
利
益
を
霊
し
乂
工
作
改
提
の
狀

況
に
し
て
糾
合
員
の
虫
游
及
び
智
識
を
堺
進
す
る
琪
業
に
關
す
る
調
莶
或
は
議
を
爲
す 

第

十

二

條組
合
職
員
は
組
龜
擧
法
に
據
り
組
合
員
中
ょ
り
選
任
す
對
外
代
表
は
會
負
に
對
し
其
責
任
を
負
ふ

擎

三

條

紺

貪

は

等

級

の

菌

な

し

、
但
し
組
合
費
の
收
入
に
對
し
紐
貪
收
人
額
に
依
り
徵
收
の
.標
準
を
定
む
る
こ
ミ
を
得
‘
組

貪

は

組 

合
に
對し

：！

常
費
を
■

す
、
諡

は

顏

貪

收
人
の
募
の
一
一
.一嘉学るを得ず、低
し
及
猛
貪
の
臨
又
は
株 

命
等
は
此
限
り
に
非
ら
ず

第
十
四

條
il
貪

は

i

の
際
檢
_

員
を
選
擧
し
紺
I

簿
を
I

し
财
政
狀
態
を
麗
す
る
こv

を
得

第
十
五
條
紺
合
は
必
要
の
時
糾
合
員
多
數
の
決
議
に
极
據
し
褪H

を
宣
莩
る
こ
ピ
を
得
、
似
し
公
共
の
秧
序
安
寧
を
妨
密
し
或
は
他
入
の
答

第
十
六
條
響
は

f

 

§
H

作
i

の

襲

H

鍰

愛

び

H

醫

生

醫

•の
梢
雙
び
S

S

し

證

I

見
を
謹
し
發
代
表
を
選

出
し
て
屜
虫
方
而
の
代
表
3
聯
席
會
議
を
紐
織
し
之
を
討
論
解
決
す
る
こ
ミ
を
得 

^
卜
七
條
行
政
宵
廳
は
管

_
區
域
内
の
組
合
に
.對
し
其
證
間
の&

執
或
は
衝
突
發
0

の
際
其
の
衝
突
の
原
因
を
麗
し
W
栽
を
執
行
す
る
こ
€

.

.

.
■
を
得
、
但
し
颇
制
す
る
こ
^
.を
得
ず
.

箱
十

八

條
糾
合
負
の
利
益
讓
の
薩
勞
働
保
險
金
糾
合
員
儲
金
等
の
銀
行
に
预
.金
せ
る
場
合
、
若
し
麗
行
醬
の
時
は
此
f

金
は
優
先
赔 

支
那
勞
働
姐
合
法Q

歷
史
.一
班 

飪

£
 

(
一

九一

九)



彥
勞
働
ぉ
合
法
の
歴
史一

班 

四

】

.

四

(
一,

九
ニ 

o
> 

償
を
要
求
す
る
の
.權
利
を
布
す 

第
十
九
條
紐
合

及
紐
合
所
管
の
左
記
财
產
は
沒
收
す
る
こ
ミ
を
学

ィ

.組
合
霖
所
、學
校
圖
霞
、
俱
樂
部v

霞

、診
治
所
及
び
盡
消
費
住
宅1

買
等
各
種
_

の
.励
產
及
び
不
励
產
ロ
組
貪
利
益
雍 

護
に
關
す
る
恶
裔
•
勞
働
保
險
金
組

合
員
儲
金
等

第
一
一
十
僻產

焚

籠

に

九

條

の

關

す

る

S

蠱
起
人
及
び
組
合
賢
の
馨
に
不
備
不
實
S

t

場

合

は

、
■

行

政

赢

太

訂

正
 

w
報
を
命
ず
る
を
得
.

而
し
て
該
命
令
に
依
り
I

な
る
報
f

 

I

せ
ざ
る
以
前
に
於
て
は
證
合
の
行
動
ば
本
法
の
保
護
を
受
く
る
こ
.

w

を
得
ず 

第
二
十一 .

條

凡

そ

刑

律

、
違
臀
律
中
に
制
限
せ
る
集
寒
に
就
て
は
本
法
を
適
用
.せ

ず

,

第
二
十
二
條
.本
法
は
公
布
日
ょ
り
施
行
す

"百
は
つ
て
a

れ
ば
、
上
海
總
X

會
の
北
京
政
府
に
提
出
し
た
修
:I
H

エ
會
條
例
は
工
人
の
エ
會
組
織
の
絕
對
自
出
、
エ
會
は
集
會
出

版
言
^

の
絕
對
が
自
“

を
有
す
べ
き
こ
と
、H

會
は
韶H
命
令
を
發
布
す
る
の
.
絕
對
的
自-

s

を
有
す
べ
き
こ
と
、
エ
食
は
エ
人
の
恩
こ

の
檑
利
を
代
表
す
る
こ
とー

等
の
四
點
を
强
碉
に
主
張
し
た
も
の
に
外
な
ら
ぬ
’

.0

之
に
對
し
て
漢
冶
萍
總
X

會
も
上
海
總
エ
會
と

類

似
せ
る
修
正
意
見
を
提
出
し
た
。
又
、
I

鐵
路
總
エ
會
で
は
段
執
政
府
に
對
し
卜
：繼
エ
食
の
提
出
し
た
る
エ
寫
例
_

を
I

 

案
に
代
づ
て
採
/0

す
べ
き
こ
と
を
建
議
し
た
0

他

の
一
方
、
總
エ
會
と
對
立
的
地
位
に
ぁ
つ
た
エ
剛
聯
合
會
で
は
、
エ
會
條
例
の
修
正
問
題
に
就
い
て
特
に
代
表
を
北
:̂
に
|
逍
し
、 

.北
京
の
各
勞
働
團
體
と
連
絡
を
取
.つ
て
次
の
や
う
な
修
jl
i
意
兇
を
農
商
、
內
務
、
交
通
部
及
び
法
制
院
等
に
虽
出
し
た
9

修
正
せ
ら
る
べ
き
點 

一
、
發
起
人
の
年
齡
及
び
敎
育
等
の
制
限
の
撤
廢
。

1

-
紐
合
の
組
織
を
同
一
職
業
^
の
聯
合
に
限
り
一

地
方
に
於
け
る
各
@
職
業
組
合
の
合
同
を
認
め
な
い
の
は
不
邵
合
で
あ
る
。

三
、
組
合
資
金
の
國
郞
代
理
銀
行
预
入
れ
に
も
反
對
す
る
'。

四
、
神f

案
第
八
條
に
は
組
合
に
は
#

長
一
、
副
#

長
一
、
委
員
七
乃
至
十
五
名
を
設
け
、
凡
て
名
#
職
と
す
る
皆
を
規
し
た
が
組 

合
の
贊
な
る
も
の
は
組
合
の
大
小
と
會
務
の
.

菌
に
ょ
り
亂
合
の
大
會
に
於
て
決
定
す
べ
も
の
で
、
狼
り
に
拘
來
を
加
ふ
べ
き 

も
の
で
な
い
。

五
、
第
三
條
に
規
圮
し
て
あ
る
飢
合
の
職
務
範
園
は
餘
り
狹
き
に
過
ぎ
る
。
組
合
に
は
勞
働
盏
の
敎
育
、
通
俗
敎
育
、
講
演
、
仉
樂 

部
及
び
言
論
温
に
就
い
て
自
思
權
利
を
與
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
又
組
合
或
は
實
と
雇
主
間
の
執
$

び
衝
突
に
際
し
て
は
、 

會
M

を
聯
合
し
て
一
致
の
行
動
を
採
り
、
灌
主
の
代
表
と
對
等
の
位
骰
に
立
つ
て
會
議
を
開
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

以
上
h

海
^

X

會
の
草
案
と
い
ひ
、
X

團
»

合
#

の
修
芷
意
见
と
い
ひ
エ
會
條
例
に
對
す
る
要
望
は
大
體
の
骨
子
に
於
て
孰
れ
も
一 

致
を
見
せ
て
ゐ
た
こ
と
は
注
意
す
べ
き
所
で
あ
る
。

_

つ
て
法
案
制
究
の
事
業
は
其
後
ど
ぅ
な
つ
た
か
。
五
•

册
事
件
の
直
後
、
之
を
動
機
と
し
て
全
國
的
に
ス
ト
ラ
ィ
キ
が
蜂
起
し
た 

と
こ
ろ
か
ら
、
嫠

H

俞
條
例
法
案Q

修
■

表
を
_

と
す
る
■

が
靡
さ
れ
た
、
共
-H

H

R

本
妨
綴
會
S

業

の

筮

釋

に

於 

て
飢
合
承
認
が
問
題
と
な
り
、
！=;
本
侧
で
は
支
那
政
府
が
組
合
法
を
制
宛
し
而
し
て
該
法
案
に
迆
い
て
成
立
せ
る
組
合
で
.あ
る
な
ら
ば 

i

勞
働
糾
合
法
の
賭
史一

班 

、
 

.

四
.

一

五

(一

九 
一
ニ)



支
那
勞
働
糾
合
法
の
歷
史
ー
班 

四
.
.

I

六

、
1

九
ニ
ーP

 

之
を
承
認
す
る
で
あ
ら
う
旨
を
提
言
し
た
の
で
、
組
合
法
制
宛
の
必
要
は
益
々
逼
り
組
合
側
は
エ
•
^
•
學
聯
合
會
を
開
き
典
名
に
於
て 

執
政
府
に
向
っ
て
土
會
條
例
の
公
布
を
督
促
し
た
。
政
府
は
之
に
對
し
て
勞
働
團
體
の
反
對
意
見
.

に
躊
路
し
、
且
っ
.內
部
の
意
兑
銃
一 

を
缺
き
、
容
易
に
エ
.

會
條
例
.

を
公
布
す
る
運
び
に
立
至
ら
な
か
っ
た
が
、
其
う
ち
に
國
说
本
命
軍
の
北
伐
が
始
つ
て
北
京̂

府
の
佐
ii 

も
危
地
.

に
陷
り
、
X

會
敝
例
は
全
く
顧
ら
れ
な
く
な
っ
て
了
っ
たc

 

た
V

政
府
部
内
で
こ
の
問
題
に
對
し
て 

一#

力
癖
を
入
れ
た
の
は
交
通
部
で
あ
っ
た
。
交
通
部
管
下
の
各
鐵
0
に
は̂

^

エ
#
が
あ 

り
船
舰
に
は
海
員
エ
#

が
あ
っ
て
、
各
々
勞
働
組
合
の
中
堅
と
な
り
屢
々
：大
罷
業
を
起
し
.

て
交
通
部
を
惱
し
て
ゐ
た
か
ら
、
そ
の
爲
交 

通
部
で
は
ザ
く
ヵ
ら
部
內
に
勞
エ
科
を
設
け
て
*

ら
勞
働
方
面
の
事
務
に
當
ら
せ
勞
働
{:
€

關
す
る
取
行
法
令
を
公
布
し
て
來
U

こ
。
足
っ 

て
エ
會
條
例
に
就
て
も
最
も
よ
き
理
解
を
有
し
其
制
定
に
盡
力
し
た
の
で
あ
る
が
、
政
府
の
決
意
が
一
向
進
渉
し
な
か
っ
た
の
で
、
•自 

ら
各
鐵
過
の
局
長
を
交
迎
剖
に
召
集
し
て
草
案
に
對
す
る
意
見
の
交
換
を
行
ひ
其
意
見
を
取
纏
め
て
革
案
に
改
正
を
施
し
、
现
山
書
を 

怀
し
て
各
•

部
に
送
附
し
た
程
で
あ
る
0

右
理
r!
!

書
に
よ
れ
ば
政
府
主
要
部
の
當
時
の
意
見
を
知
る
事
が
出
來
よ
う
。
即
ち 

(

一)

勞
働
及
資
本
兩
方
矿
の
北
ハ
同
利
益
を
增
加
す
る
た
め
に
は
、
勞
.
資
9

調
和
を
評
り
、
.

兩
容
相
合
同
し
.

て
始
め
て
充
分
の
牛
；產
能 

力
を
發
瑯
す
る
.

こ
と
が
出
来
る
。
支
那今

！！：

の
狀
態
は
全
國
內
の
資
本
と
勞
力
と
の
調
和
を
計
る
時
で
、
徒
に
歐
f

模
し
て
階
級
觀

念
の
對
立
を
許
る
の

は
{且
し
く
な
い

。
支
那
に

は
未
だ
階
級
の
區
別
は
な
い
か
ら
、
現
在
に
於
て
充
分
階
級
觀
念
の
發
生
を
防
止
す
る 

手
段
じ
な
け
れ
ぱ
な
ら
ぬ

o
.

0
1
)

勞
資
双
方
の
無
益

.め

.
-1
-#
を
妨
止
せ
ね
ば

'&
ら
ぬ
、
龍
業
は
勞
働
者
の
た
め
最
も
有
利
な
武
器
で
は
あ
る
が
、
社

命

の

蒙

る

損
'

窖
は
勞
働
考
の
，得
る
所
に
數
牯
す
る
。
勞
働
盏
の
龍
業
に
對
し
て
資
本
家
も
對
杭
の
武
器
と
し
て
工
場

W
鎖
を
行
ふ
こ
と
が
川
來
る
。 

然
る
と
き
は
支
那
に
は
勞
働
の
豫
備
軍
が
多
い
か
ら
勞
働
苕
侧
は
不
利
に
陷
る
。
之
を
米
前
に
防
ぐ
た
め
に〖

能
業
及
び
工
場

W
锁
に
對

し
共
に
防
土
を
加
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

(

三)

平
和
穏
健
な
る
方
法
で
勞
働
狀
態
の
改
蒂
を
訃
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
»0
產
業
革
命
を
始
め
歐
米
先
進
國
で
は
始
め
無
暗
み
に
^
資
の 

衝
突
を
起
し
た
が
、
北
ハ
後
は
努
め
て
靈
的
の
議
に
力
を
誠
し
て
屈
る
。
支
那
で
も
之
に
做
っ
て
霞
I

M
織
を
促
し
、
勞
働
客 

.相
7/
:
の
協
同
7/
:
助
を
獎
勵
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

@

國

有

議

及

.

I輸

議

の

■

法
案
は
春
部
で
別
に
之
を
規
竽
べ

|

?

|
。
歐
f

雜

は

一

般

勞

働

老

組

合
紺
織
を
許
し
て
は
思
る
が
、
私
人
介
業
と
官
公
業
と
の
區
別
が
嚴
2R
に
出
來
て
居
る
。
即
ち
一
般
の
私
人
工
場
は
營
和
の
^

^
て
あ
-る 

か
ら
勞
働
激
に
も
團
結
を
許
し
、
瓦
つ
安
寧
秧
序
を
害
さ
な
い
範
阐
の
罷
業
を
許
し
て
席
る
.が
、
公
有
蒸
業
の
中
、
水
遒
電
份
等
に
は 

多
少
嚴
格
な
る
制
限
を
加
へ
て
屈
る
。
又
國
苟
事
業
は
營
利
がs

的
で
な
く
且
つ
國
家
の
m
要
な
政
治
に
關
す
る
か
ら
嚴
m
な
制
限
を
. 

in
へ

,.
a
對
に
能
業
を
禁
じ
時

に
は
組
合
加
入
を
禁
じ
た
も
の
も
あ
る
。
殊
に
公
衆
使
州

の

迷
輸
機
關
は
營
業
時£5

ド

の
#
務

 ̂s

ふ
^
を

禁

じ

叉

議

慕

じ

た

も

Q

I
る
。
管

に

I

院i
Q
H
f
l

響

i

溢

人
.

、
翁

讓

、
國
有
葉

、
議

業

を

同

樣
に
取
扱
つ
て
居
る
o
假
令
、
腾
街
に
制
限
を
加
へ
て
遛
い
て
さ
ぇ
も
、

1

凡
肌
合
が
成
立
す
れ
ば
そ
こ
に
必
ず
や
弊
害
が
起
る
。
共 

時
最
も
困
却
す
る
の
は
交
通
部
で
あ
る
。
從
て
當
部
の
希
望
と
し
て
.は
第
一
條
中
に
一
.顼
を
設
け
、
國
有
辦
業
及
び
運
輸
都
業
の
飢
合
.

 

規
觉
は
各
生
管
部
に
於
て
別
に
之
を
宛
む
と
規
宛
せ
ら
れ
た
い
o
然
る
と
き
は
當
部
は
本
案
條
文
を
斟
酌
し
て
鐵
路
エ
會
規
，管

設

け 

支
那
勞
侧
紐
合
法
の
歷
史
ー
班
.
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5
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四

一

八

(

一
九
二 
5

露

蠢

員

の

取

締

i

全
に
行
ふ
こ
と
に
な
'

 

隨
つ
て
交
通
部
の
I

も
起
ら
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
t

o

 

.

I

に
頓
座
し
た
組
合
法
草
案
は
、
其
後
齒
十
五
年
謹
が
農
商
總
長
と
な
る
に
及
で
多
數
の
肇
寶
を
任

命

、

I

I

に

.馨

し

め

豪

、

ん
I

重

」

_
l
l
l
f

な
I
。

i

f

i

 

I
I

內
容
は

次
の
如
.き
も
の
で
あ
る
。H

窗
條
例
苣
案

.

.
第一

條

凡

品

一

獲

又

は

同
一

讓

に

霧

すI

s

l

g

利
f

 

I

I

す
る
た
め
產
例
に
ょ
赢
I

騷
す
る
こ 

I

に
ょ
I

織
せ
ら
れ
た
る
紐
合
に
し
て
蔬
類
錯
じ
き
も
の
は
組
合
聯
合
會
を
組
織
す
る
こ
I

得 

,

 

r
z:
條

勒

^
及
紐
合
聯
合
會
は
法
人
^
す

第
三
條
.
紐
合
の
辦
務
左
の
如
し

(
一
)

會
員
の
獲
紹
介
1

業
救
濟
に
關
す
る
件(
5

實
救
濟
養
I

病
恤
_

に
關
す
る
件(

三〕

貧
の
蓄
貯
保
險
に
關
す
る

件

實

Q

賢

I

暴

養

I

に

雪

に

學

る

件

.
§

重

S

嘉

變

證

に

關

す

る

件

(

六〕

真

の

圖

謹

麗
抜
術
の
藝
及
道
馨
證
能
の
i

等
に
關
す
る
件C

七)
：
霣
の
業
薄
遇
の
維
持
改
善
に
關
す
る
建
議 

.

I

l

l

l

i

Il
ll
I

l-

本

.
^
の

符

項

の

票

は

炉

令

或

は

墨

又

は

共

同

習

慣

に

ょ

り

許

对

せ

る

も

の

を

限

度

ミ

す
 

.證

條

I

は
前
條
の
_

を
辦
理
す
る
に
當
り
で
I

を
？

し
實
に
對
し
5

勤
の
行
S

る

べ

か

ら

ず.

第
五
條
第
三
條
第
七
、
第
八
現
に
定
む
る
も
の
を
除
く
外
、
屈
主
I

働
f

の
關
係
に
就
て
紐
合
は
干
渉
す
き
ミ
を
得
ず.

1

謹菩i 

|

1

I
I

1
I

第
六
條
糾
合
の
設
立
は
第
八
條
の
資
格
を
備
ふ
る
勞
働
者〗II

十
人
以
上
發
起
人
せ
な
0
公
決
し
た
.る
章
玢
に
履
歷
#
を
添
.
<發
钽
人
#
^
^
捺
印 

し
該
管
地
方
行
政
提
宵
を
經
て

地
方
最
高
行
政
^
哲
に
屆
出
で
、

農
胄
I I
#

の

許
诃
を
得
て
登
錄
八
ム
布
す 

第
七
條
紺
合
規
婼
に
は
左
記
の
科
祺
项
を
記
載
す
べ
し
ノ
本
條
例
の
規
^
に
合
せ
ざ
る
も
の
は
之
を
許
诃
せ
ず 

C

C
設
立
の
趣
31:
1
及

其

職

務
o

一〕

名
稱
職
業
又
は
產
業
及
事
務
所
の
位
置
0

6
會
員
の
資
格
及
入
會
退
會
敢
に
其
權
利
義
務(

©

 

會
髒
の
召
集
及
決I

I

方

法

(

五〕

職
員
の
員
數
權
限
任
期
及
選
擧
方
法(

六)

經
锻
會
計
及
財
產
管
理
等
の
方
法(

七〕

以
後
章
程
變
11 

の
規
矩 

'

第
八
條
組
合
會
員
は
现
花
業
務
に
從
琪
す
る
成
筇H

に
し
て
入
會
を
志
願
す
る
も
の
に
限
る

甥
九
條
賊
に
入
會
せ
る
會
員
は
因
出
に
退
會
す
る
を
傅
、
紐
合
は
之
に
干
渉
す
る
を
得
ず 

.

但
し
屈
虫
も
亦
努
働
表
が
入
會
す
る
？
退
會
す
る
ミ
を
以
て
屑
傭
條
件
ミ
な
す
を
得
ず 

' 

'

第
十
條
凡
そ
&
の
科
孭
..の一
に
當
る
も
の
は
紐
合
の
役
員
又
は
發
起
人
ミ
な
る
こ
^
を
得
ず 

C
D

嘗
て
徒
刑
以
上
の
刑
に
處
せ
ら
れ
た
る
も
の(

ニ)

白

痴G

一

D

本
條
例
第
二
十
九
條
の
事
件
に
ょ
o
嘗
て
重
要
責
任
若
た
り
し
も 

の
及
第
三
十
三
條
に
ょ
り
退
職
さ
れ
し
も
の 

第
十
一
條
組
合
會
員
以
外
の
も
の
及
現
に
勞
働
密
に
し
て
其
槳
務
に
從
琪
し
連
續
滿
三
年
に
滿
た
ざ
る
も
.の
は
組
合
の
役
員
た
る
こ
^
を
得
ず 

第
十
二
條
組
合
に
は
役
員w

し
て
會
長
及
副
寞
各
一
人
幹
翦
诺
干
人
を
置
き
均
し
く
名
#
職w

す
、
幹
珙
若
干
人
爵
記
涪
干
人
に
は
係
給
を
支 

給
す
る
を
得

第
十
三
條
組
合
及
糾
合
聯
合
會
は
务
該
會
所
花
地
に
_

務
所
を
置
く
こ
ミ
を
得
、
徂
し
當
該
管
_

官
_

に
屆
1«
ず
べ
し 

,
 

第
十
四
條
組
合
は
•毎
印
一
囘
大
會
を
開
く
、
阻
し
必
要
あ
れ
ば
臨
時
會
議
を
開
く
こ
せ
を
得 

前
項
開
會
日
は
豫
め
該
-
地
方
行
政
長
宵
に
屆
出
ず
べ
し

安
那
勞
働
紐
合
法
の
歴
史I

班 

四

一

九

2
九

ニ
五)



支
那
勞
働
組
合
法
の
歷
史
ー
班 

四
こ

0 

(

ー
九
.ニ
六〕

第
十
:-
/
1妤
大
會
は
會
員
四
分
の
三
以
上
の
出
席
奔
あ
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
會
_
を

開
く
を

傅
ず
、
又
來
會
若
過
年
數
以
上
の
同
意
な
け
ゎ
ば
表
決
を 

な
す
を
^
す

雄
十
六
條
組
合
會
員
も
し
三
百
人
以
上
な
れ
ば
.開
會
時
は
代
表
制
を
以
て
之
を
行
ふ
べ
し
，
前
頃
代
表
制
及
推
擧
方
法
は
繼
に
於
て
規
沿
し
、 

許
可
を
受
け
登
錄
し
て
之
を
公
带
す

.第
十
七
條
凡P

關
係
會
員
金
體
の
業
務
は
大
會
の
決
議
を
經
べ
し

第
十
八
條
糾
合
役
負
は
大
會
に
於
S

擧
し
過
平
數
を
以
5

選V

す
。
若
し
過
平
數
に
達
せ
ざ
れ
ば
i

多
I

の
を
當
選

/̂す 

第

十

九

條

簡

讀

に

當

り

S

十M
日
以
前
に
當
S

通
知
す
べ
し
、
&

地

方

眷

に

罌

し

賢

籠

を

受

く

べ

し 

第
二
十
條
紐
合
役
員
選
宏
後
に
該
地
方
畏
宮
に
報
赀
し
派
員
監
視
を
受
く
べ
し

第
二
十
}
條

馨

役

員

の

6

期
は
ニ
f

す
。

ー
囘
連
任
す
る
こ
ミ
を
傅
、
中
議
充
若
は
前
鋈
の
任
期
を
通
？

第

二

十

运

紐

合

縫

起

人

共

同

の

證

^
す
、
眷

Q

議

を
：！

て
_

を
置
く
こ
落
#

、
奪

：_

の

方

證

議

に

依

て

§

許
对
を

茭
く
べ
し
、
諶
金
：は
流
>1
]
す
る
を
得
ず
利
息
の
み
使
||
-
]し

得

.
.
.

第
二
十
三
條
紐
合
經
费
は
前
條
の
規
定
を
除
く
外
谷
會
員
の
會
毁
を
以
て
之
に
充
つ
。
別
に
名n

r

を
設
け
て
會
員
の
負
擔
を
堺
加
す
る
を
得
ず 

第
二
十
四
條
糾
合
の
■

及
び
痕
は
顚
代
理
の
_

又
は
大
會
の
決
,

經
た
る
銀
行
讓
號
に
貯
存
す
べ
し

前

逞

靈

び

窗

に

對

」

組
合
は
_

人」

た
る
,

議

_

窘

饜

賠

爵

求

の

靈

塑

孪

第
二
十
：九
條
組
合
經
数
の
出
納
は
锊
苹
揿
算
決
算
を
編
製
し
大
會
の
決
議
を
經
べ
し

第
二
十
六
條
紺
合
锊
员
は
狀
況
必
耍
ミ
認
む
れ
ば
八
齒
會
員
西
分
の
五
以
上
の
同
意
を
得
、
代
表
を
選
任
し
て
組
合
の
帳
簿
在
高
及
一
切
の
財
政 

狀
況
を
檢
淹
す
る
を
得 

.

.

.

.

.

.

第
二
十
七
條
糾
合
役
鼓
は
苺
尔
左
記
务
喷
に
照
し
報
诉
爵
を
造
り
大
會
に
提
出
し

11
第

11

十
條
の
手
靖
に
よ

0
笤

1
に
報
1{
|
-
す

べ

し

C
1
D

會
員
の
入
數
姓
名
略
歷
及
び
其
入
會
苹
月
日
就
業
處
敢
に
死
亡
退

.會
等

P
V
W職
員
の
人
數
略
虜
及
興
入
會
坏
只
日
就
職
處
規
在
職
名 

並
に
在
職
期
間

Q

o
各
植
事
務
の
狀
況
及
成
績

.
ハ
四〕

諶
金
及
郛
他
經
费
の
保

W
出
納
敢
に
时
產
狀
況(
五)
.
#員
1
职
生
||
|
1の
^
_

發
坐
の
件
數

第
二
十
八
條
.組
合
の
選
擧
及
び
一
切
辦
项
の
決
議
に
し
て
本
條
例
又
は
科
該
糾
合
規
約
に
瀵
反
す
る
も
の
は
當
該
地
方
行
政
長
宮
之
が
取
消
し
を 

命
じ
或
は
處
分
を
以
て
取
消
に
代
ふ

前
明
.货
命
令
或
逯
梢
代
川
S

分
命
令U

i
P

 

S
ニII

贸
地
方
行
出
す
る
を
得
、
若

」
不
版
な
れ

ば
農
商
總
長
乂
は
束
管
部
满
提
货
に
訴
願
す
べ
し 

.
 

- 

第
二
十
九
條
組
合
は
其
锊
员
の
決
雙
は
職
員
の
代
表
行
爲
に
し
て
水
條
例
或
は
其
他
の
法
令
に
遠
反
し
公
安
を
亂
し
、
或
は
公
益
に
樊
の
損 

齊
を
與
ふ
る
も
の
に
し
T
證

方

行

の

S

命
令
を
聰
か
ざ
る
先
ず
其
塞
馆
為
制
し
■

地
方
最
高
行
繁
沿
を
經
て
農

商

部

總

餐

し
糾
合
の
解
娶
培
還
上

ニ
置

S

裏

の

停

迄

S

す
る
甚

第
三
十
條
認
对
を
得
ず
し

£

<
象

S

す
る
も
の
は
K
晶
方
行
政
焉
長
に
解
繁」

命
じ
同
^
'に
地
方
最
高
行
政
長
哈
を
農
.髮
長
及 

、，1-
.沒
部
驗
長
货
に
報
饵
す
べ
し
、
典
勞
働
糾
合
の
洛
を
用
ひ
ず
し
て
設
立
せ
る
勞
働
界
の
團
體
に
對
し
て
は
其
他
の
法
律
の
资
む
る
所
に
よ
り
之 

を
管
迎
す

第
三
十
一
條
組
合
の
規
則
變
更
或
は
他
の
組
合
ミ
の
合
併
又
は
解
散
は
大
會
の
決
議
に
よ
り
之
を
行
ふ

第
三
十
一
一
條
組
合
は
第
二
十
九
條
の
翟
に
よ
り
解
普
れ
た
る
I」

、
益

賽

び

霧

S

地
方
行
政
長
宵
の
命
に
.よ
o
平
均
に
■

員
に 

分
酣
し
或
は
分
®

し
む
、
慕
停
止
の
場
合
洁
時
に
_

人
を
_

し
一
時
馨
せ
し
む
、
解
散
さ
れ
た
る
時
猿
翼
の
蕾
に
よ
り
該

紺
合
に
命
じ
會
の
财
產
を
以
て
速
に
偾
還
せ
し
む 

證

十

一

一

一

條
S
I
:は
賢
の

行
爲
に
し
て
本
條
例
或
は
典
他
の
法
令
に
變
し
或
は
其
不
■

爲
に
よ
り
國
家
地
方
の
公
益
を
锻
し
斜
合
の
财
產

.支
那
勞
働
紐
合
法
の
歴
史
.

一

班 

四

一二 

(
I

九
ニ
七)



I

I

紐
合
法
の
歷
史
一
班 

.

.
四
ニ
ニ 

(

1
九
ニ
6
 

名
譽
信
用
を
損
し
た
る
も
の
は
大
會
の
決
議
を
經
て
之
を
退
職
せ
し
.め
或
は
除
名
す

.

該
地
方
行
著
官
が
も
し
紐
合
職
S

前
i

令
に
違
反
す
る
行
爲
I

を
認
む
る
時
は
證
變
1

を

備

へ

地

方

最

高

行

政

長

贫

を

經

て

農

留
 

部
雜
長
及
び
春
部
^

に
報$2

認

对

を

糧

職

を

命

じ

.て

除

名

せ

し

む

'

證

十

四

條

富

赢

f

の
間
に
■

證
す
る
募
は
—

地
方
行
政
長
官
は
關
係
街
の
謎
へ
に
よ
り
調
签
公
斷
す
る
を
得
、

K

b

f
 

を
酌
贵
し
f

は
f

双
方
か
ら
麗
の
金
人
を
出
す
ベ
I

命
じ
之
に
同
數
の
¥
門
賣
を
加
へ
5

議

負

を

■

し

麗

及

判

決

を

行 

_

は
し
め
諸
長
宵
の
認
对
を
受
け
し
む
る
を
得

.
I

の
S

t

て
性
質
が
公
I

s

關
す
f

Q
な
る
時
は
先
I

I

S
拳

S

に
よ
衾
、
又
I

n

f

會
同
公
斷
し

1

1

1
に
f

L

、
前

繁

^
姿

び

善

雙

方

曾

賢

を

露

」

形
f

樊

艺

め

S

解
f

證

せ

し

む

f

t

u

y

p

o

l

r

i

 

る 

I

I

I

、

l

l

i

l

l

l

l

■

 T-

五

條

P
查
及
步
決
邦
間
は
雇
主
は
努
働
奔
を
麗
す
る
を
得
ず
又
勞
働
街
は
聖
に
對
し
罷
業
を
气
ふ
を
綠
ず

I

‘十
I

公
共
_

の
組
合
I

ハ
條
第
十
四
條
第
二
十
條
第
二
十
ニ
講
二
十
七

議

三
十
一
條
の
順
序
f

議

す

る

の

外
、
同
t
 

霞

春

機

關

を

經

て

、I

s

官

に

馨

す
べ
し

■
i

i
條
國
有
集
及
交
通
斯
業
に
從
孚
る
勞
働
奔
は
別
に
規

■

る
も
の
を
除
き
本
隱
の
規
定
を

f

す

.

證
十
八
條
本
條
例
は
公
布
の
日
よ
I

を
施
行
す 

. 

f

さ

て

繁

廣

憂

民

政

府Q
H

富
例
と
前
記
北
京

f
 

S
蠢

例

I

比
較
す
&

、

s

§

i

級

g

す
る

I

I

 

I

f的
忘

ら

れ

I

t

う
。
即
ち
、
前

素

農H

抉
助
で
I

I
し
て
後

f

麓

的

篇

璧

管

取
？

含

。
I

へ
れ
ば
前
盏
は
勞
働
階
級
の
客
觀
的
情
勢
を
無
視
し
て
急
迆
的
に
產
業
組
織
を
改
め
、
工
業
權
の
合
法
を
認
め
、
他
省
又
は
外
國
の
同 

饨
質
の
勞
働
組
合
と
の
聯
合
及
結
合
を
誑
る
し
、
M

に
刑
律
違
警
律
中
の
制
限
は
該
條
例
に
適
用
せ
ず
と
な
し
て
總
て
の
點
に
於
て
エ 

會
の
活
励
を
自
rl
l

な
ら
し
め
之
を
助
長
せ
し
む
る
も
の
で
あ
つ
た
.0
之
に
反
し
て
後
索
は
極
端
に
保
守
的
で
職
業
組
合
組
織
の
形
を
と 

り
、
當
局
の
監
督
機
を
極
度
に
搬
張
し
て
エ
會
の
活
動
を
拘
來
す
る
條
文
が
大
部
分
を
rl
T

め
た
の
で
あ
る
。
故
に 

一

働
階
級
の
指 

襟
諸
並
に
知
識
階
級
の
前
銜
分
子
か
ら
は
一

方
に
於
て
這
の
.條
例
の
制
宛
が
歡
迎
せ
ら
れ
た
に
拘
ず
他
方
に
痛
烈
な
る
非
難
攻
擊
を
も 

蒙
っ
て
ゐ
た。

全
！
：

學
坐
聯
合
#

及
び
天
绯H

團
聯
合
#

の.
如
き
北
方
勞
働
遝
動
の
指
導
團
體
か
ら
は
.

「

ニ
十
五
筒
條(

十
四
年
七
月
の
北
京
政
府
エ
#

條
例
草
案)

.

中
、
十
九
筒
條
迄
は
勞
働
者
の
自
F1
1

を
^
^
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た

の
で
あ
つ
て
‘

恰
も
形
を
變
へ
た
組
合
禁
.1
]

:

の
條
例
で
あ
る」

とM

ふ
非
難
を
蒙
つ
た
位
で
あ
る
。

吾
々
を
以
てS

T

へ
ば
、
兩
渚
の
い
づ
れ
も
は
支
那
に
於
け
る
產
業
發
達
の
た
め
に
勞
働
隙
級
の
.健
全
な
る
坐
長
を
望
む
底
の
も
の
で 

は
な
い
、
前
渚
は
勞
働
階
級
を
利
用
し
過
ぎ
る
し
、
後
者
は
之
を
抑
腿
し
過
ぎ
る
と
思
ふ
。

(3

)

現
行
勞
働
組
合
法

孫
文
の
死
後
ノ
蔣
介
石
に
ょ
つ
て
指
導
さ
れ
た
北
伐
軍
は
民
國
十
艽
年
七
月
廣
來
を
發
し
て
以
來
、
九
月
に
は
武
漢
、
三
鎭
を
領
し 

長
江
に
迆
出
し
、
十
一
月
に
は
九
江
に
孫
傅
芳
軍
を
破
り
、
十
六
年
三
月
に
は
早
く
も
上
海
を
陷
れ
、
こ
、
に
南
束
政
府
を
樹
立
す
る 

に
至
っ
た
。

安
那
1

紈
合
法
の
歷
史一

班
. 
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ニ
三
.

.(
一 .

九
ニ
九〕

-
i
f 
1

卜
r 

H

A
 

\

 , 

 ̂

n
.
:
翁
：』

，'3
:
c
" y

^
5
1
^

,

>

4

¥

4 

沪
、
ぶ
パ 

v

“yf
A
:
r ぶ

：

し 

 ̂

,

> 

★今

I
n 

-v 

h 

s 

I

1
3X
. 

f 

y
y 

i 

s
»
< 

«
<
t ̂ 
r.
 

SJ 

/ 

> 

*

»

J 

I 

J 

 ̂

 ̂

lr» 
へ
 

イ

i
z ¥. 
:itt 

f 

% 

f
v
> 

♦

>

a
 

 ̂

w 

t 

i 

\

i
n
s
w
a
p 

i 

I 

- 

*

1

M
* 

 ̂

-
^
1 

ミ 

< 

J
-
t 

、



玄 

l

i

l

 一® 

.

.

S

 

四

(

1

0

〕
然
る
に
こ
のg

、

I

•
南
京
對
立
の
形
勢
愈
々
遊
し
く
、
蓮
蒙
と
賣
黨
左
派
と
は
蔣
介
石
を
無
視
し
て

漢
ロ
に
第
三
次
國

l

^

u

l

f

 

, 

1

0

一
 

切

Q

麗

I

ヵ

鑫

？

了
っ
た
。
露

Q

議

政

府
I

く
鑛
派
の
支
配
す

る
所
で
ぁ
っ
た
.

济

l
r蔣
ノ
ノ
-ィ
ヵ
J
乾
に
於
て
裂

凝

靈

の

ク

1
デ
タ-

を
敢
行
す
る
に
及
び
、
蔣
派
と
共
產
派
と
の
關
係
は
こ
ゝ
に
全
く 

決
裂
し
、、
蔣

派
は
武
證
府

I

認
し
國

l

'M
は
分
裂
し
て
武

翁

•
術
京
兩
政
府
の
對
立
を
見
る
§

っ
た
。
武
漢
政
府
は
濟
栴
攻 

離
に
向
へ
.る

麗

m

f

て
一
氣
に
南
京
I

f

翁

f

s

l
蔣

I

し

く

避

ょ

り

温

さ

|

を
得
な
如

っ
た
。

こ
の
時
、
衛
湖
北
に
於
け
る
典
產
派
の
赤
也
テ
«
の
極
端
I

癒
は
農
村
を
荒
鑀
せ
し
め
議
を
衰
微
せ
し
め
て
次
第
に 
一
，乂 

Q

I
裏
ふ
や
ぅ
£

っ
て
來
た
。
加
ふ

含

H

Q

中
f

な
し
た
f

u

s

多
く
雨
湖
に
在
？

_

劣
紳
と 

し
て
蓮
黨
の
掠
奪
に
會
っ
た
の
で
、
府
I

•
何
健
等
は
俄
I

度
を
改
め
て
、
.廳

派

I

逐
し
て
讓
の
確
立
を
謀
る

こ
I

释

と

し

、
以
て
I

。
遵

g
l
Q

合

簾
f

器

し

た

。
か
く
て
.

璧

■

全
く
_

か
ら
管
隱
く
し
永
ら
く
帶
に
ぁ

っ
て
.

I

を
挪
っ
た
ボ
口
ヂ

X
、

ガ
ロ

ン
以
下
I

人
Q

H

も
追
放
さ
れ
た
。
I

I

る『

淸
i

鐘

で

I

が
、
共
產
派
を

麗

し

て

簾

讓

墓

成

し

s

i
府
は4-

■{ハ
年
i

月
に

H

S
窗

例
(

隻

I

二

十

七

蜃

} 

I
彥

布

し

た

。

X
會
組
織
條
例

第
.

一

節

總
則

第一

條
同
一
の
職
菜
或
は
同
性
質
の

.產
_
に
し
て
智
識
的
勞
傲

<
肉
體
的
勞
働
た
る
ミ
を
論
ぜ
ず
そ
.の
人
數
五
十
人
以
上
を
招
す
る
も
の
は
本
浓 

を
適
}|
]
し
て
紐
合
を
糾
織
す
る
こ
ミ
を
得
、
.仍
し
照
エ
に
非
ら
ず
ぱ
糾
^
員
た
る
こ
ミ
を
妈
ず 

第
二
條
紐
合
は
法
人

ヾ」

な
す

.

.(

紐
合
負
の
私
的
對
外
行
爲
に
就
き
て
は
紐
合
は
連
帶
の
責
仔
を
貨
は
ず)

第
三
.條 

'既
に
成
立
せ

る
！
：

一
 
或
は
同
種
牲
質
の
糾
合
に
し
て
ニ
個
或
は
ニ
個
以
上
あ
る
場
合
に
はH

會
聯
合
窗
を
糾
織
す
べ
く
こ
れ
等
の
糾
命
聯 

.合H

會
は
他
省
の
同
姓
質
の
團
體
ミ
聯
合
或
は
結
合
す
る
こ
さ
を
得 

第
四
條
糾
合
の
軍
段
に
は
须
く
下
記
科
項
を
記
敕
す
べ
し
.

S

名
稱
及
び
業
務
の
性
質

C

5
同
的
及
び
職
務(

三〕

區
域
及
び
所
在
地
§

賢

の

益

職

變

び

■

、
解
任
の
规
定 

.(

五)

S

の
糾
織
及
び
i

の

方

法

6

經

毀

の

霞

_
g及
び
そ
の
徵
收
方
法(

七〕

組
貪
の
資
格
制
限
及
び
そ
の
權
利
義
務 

第
二
節
成
立

證

條

組

益

S

⑩
起
八
は

^
く
^

一
 

條
に
规
莩
る
人
數
の
讓
を
も
ち
て
登
記
啡
請
霞
に
霸
及
び
職
員
の
履
■

谷
ニ
部
を
添
付
し 

て
所
管
货
廳
に
そ
の
登
記
を
屮
誚
す
べ
し

發
記
好
廳
は
縣
公
黑
或
は
市
政
廳
^
な
す
、苦
し
職
員
に
選
出
せ
ら
れ
た
る
時
は
そ
の
姓
名
及
び
住
所
を
直
に
報
诉
す
べ
し
、未
だ
登
記
屮
詔
を
經 

.
ざ
る
勞
働
米
關
體
は
本
決
の
规
诺
す
る
所
の
柳
刺
及
び
保
障
を
莩
苻
す
る
こ
ミ
を
得
ず

第
六
條
組
合
組
織
の
區
域
脑
間
に
し
て
蒞
し
现
行
の
行
政
區
域
を
越
る
峙
は
须
く
高
級
行
政
货
廳
に
申
謂
し
て
管
轉
機
關
の
指
定
を
受
く
可
し

S

一
節
㈣
畠 

. 

r
七
條
組
合
の
^
^
左
の
如
し 

- 

(

一)

組
合
員
問
の
共
同
利
益
の
保
酿
及
び
湛
，.a

d

組
合
員
の
職
業
紹
介
.

c

三
V

两
傭
f

勞
慟
協
約
の
締
結
S)

組
合
員
の
便

.'安
那
勞
働
紐
合
法
の
歷
圯
ー
班 

四
ニ

五

(
1

九
三1

〕



丨

支

那

，i

lf
l
合
法
の
歷
史「

班 

四
5
ハ

2

■

一〕
ネ
或
は
乎
益
の
た
め
に
甜
織
す
る
組
合
銀
わ
、
■

機
變
び
勞
働
保
險
.(

五〕

紐
合
員
の
繼
の
た
'め
に
組
織
す
る
各
種
議
盡
、
管
 

.墨
親
會
及
ひ
俱
樂
到
8

組
合
員
の
便
利
或
は
利
益
の
た
め
に
組
織
す
る
中
；產
講
及
び
估
宅
等
の
各
種
組
合(

七〕

組
合
S

智
炎 

技
能
の
靈Q
た
め
に
組
織
す
る
_

敎
育
、
I

警

*
勞H

警

、H

證

，k

命

！
I

I
及
び
そ
の
他
I

不

肅

Q
U
S物

0

 ̂

.姐
貪
の
救
濟
の
た
め
！

i
組
織
す
る
病
院
或
は
診
燦
所
.

8
組
合
員
間
I

I

 (

一
 

8

組
合
及
組
貪
の
I

主
に
對
す
る
デ

執
及
6

衝
i

f

 

對
し
覺
塞
表
し
又
そ
の
寶
裏
し
證
聯
合
馨
5

ょ

名
■

な
る
麗
を
な
し
或
，

K

一I

ホ
w

t

 

.

¥腳
合
會
I

f
或
は
春
行
藤
に
そ
の
調
_

員
S

遺
方
I

求
し
或
は
仲
裁
賣
會
に
附
す

る

こ

I

得

2

一〕

の
罌
に
關
し
.
5

靈

i

の
I

t

f

s
見

を

行

馨

麗

雙

ぴ

國

民

裏

に

麗

し

I

行

政

塵

I

及

び

賛

嘉

む
 

詢
に
答
：学

C
1

ニ)

一
 

切
の
努
働
囊
狀
態
廉
に
議
間
の
就
荣
、
I

、
及
び
一
般
I

計
狀
況
に
關
す
る
統
計
並
に
罌
の
ン
I

f

 

a

三)

そ
の
他
極
々
の
f

§

利
f

無

し
H

作

沒

況

を

藍

し

賓

H

び
智
識
の
附
f

關

す

る

顏

(

一
0

產
f

 

議
展
に
關
す
る
援
肋
*

—

 

, 

.

第
八
條
左
記
科
項
に
就
き
て
は
刺
く
組
合
の
決
_
を
锝
べ
し

S

糾
合
草
段
の
■

 

(

二) 

i

の
設
馨
理
及
び
處
分
人
三

〕

組
合
内
に
於
け

l

i

未
の
S

 

(

四)

紐
合
聯
合
會
の
姐
織 

及
び
加
入
或
は
、I

 (

$

組
合
の
解
放
或
は
分
立

r
T
Nft
r

組
合
員
は
等
級
の
藉
別
無
し
、
似
し
紐
合
資
は
紐
貪
の
收
入
額
に
應
じ
て
徵
收
の
错
準
を
^
む

組

貪

の

i

す
る
I

■

は

證

貪

收

t

H
分
の
五
を
超
過
す
る
S

I

ず
但
し
特
別
_

及
び
組
合
員
利

益

の

た

め

の

臨 

金
或
は
出
资
金
は
此
の
限
り
に
非
ず 

-
ゴ

第
十
條
組
合
は
六
ケ
月
侮
に
財
政
狀
況
を
組
合
员
に
報
街
す
べ
し 

組
合
員
は
必
贺
に
應
じ
て
代
表
を
選
派
し
て
紐
合
_
_! 1

1

を

密

迤

し

放

に

財

政

狀

態

の

調

查

を

な

す

こ

ミ

を

得

.

第
十1

條
軍
川
或
は
公
共
謝
橥
以
外
の
^
議
は
雙
方
共
に
仲
裁
乘
員
食
の
仲
裁
を
_
ざ
る
以
前
に
揮
接
行
動
を
な
す
こ
ミ
を
得
ず
、
讲
州
讲
業
は 

政
府
の
it
營
を
以
て
限
り
ミ
な
し
公
典
^
業
ミ
は
东
記
谷
頊
ミ
す

C
1
)

鄕
便
、
電
信
、
锯

話
0

0

蒸
氣
、
爾
氣
、
或
は
そ
の
他
の
動
カ
に
ょ
る
、
鐵
道
、
霜
璀
、
船
舶
靜
の
運
輸
業
0

6
ホ
員
、馄
燈
、
 

瓦

斯

(

四)

芾
州
或
は
前
三
項
の
各
等
に
镏
カ
を
供
給
す
る
褂
榮 

第
士 
一̂

組
合
は
第
十
一
條
の
許
す
脑
圍
闪
に
於
て
は
組
合
員
多
數
の
決
議
に
ょ
り
讓
を
寡
pi
す
る
こ
ミ
を
得
、徂
し
公
共
の
秩
序
、安
寧
を
妨 

辔
し
或
は
他
人
の
坐
命
財
庫
に
危
齊
を
加
ふ
る
こw

を
傅
ず
+

第
十
三
條
1

組
合
は
i

時
間
の
规
定
、
就
業
狀
況
、
及
び
ェ
場
衞
屯
li
f

務
の
增
迆
及
び
改
善
に
關
し
て
ー
屈
傭
虫
に
そ
の
意
見
を
陳
述
し
或
は
代
表 

を
選
出
し
て
周
傭
生
側
の
代
表̂

聯
合
會
議
を
開
き
討
議
を
以
て
こ
れ
が
解
決
に
あ
た
る
こ
->
?

」

を
得 

第
四
節
監
督

第
十
叫
條
組
合
窜
程
、
所
布
地
、
職
員
の
姓
€1
等
に
變
更
ぁ
り
た
る
時
は
ー
1週
間
以
闪
に
所
_
行
放
货
廳
へ
報
赀
す
べ
し
.

第
十
五
條
組
合
は
六
ヶ
月
锊
に
下
記
科
孭
に
ょ

0
て
統
計
表
册
を
作
製
し
所
轄
地
方
行
政
官
廳
.に
報
钳
す
べ
し
、
尙
行
政
官
廳
は
必
要
ミ
認
め
た 

る
時
は
隨
峙
こ
れ
を
報
街
せ
し
む
る
こw

を
得

(

一〕

職
員
の
姓̂

及
び
履
歴
ハーー〕

組
合
員
の
姓
名
、
人
數
、
入
會
苹
月
日
、
就
榮
場
所
及
び
そ
の
就
業
失
業
、
職
務
の
變
M
、
移
励
、
死 

亡
、
傷
軒
等
の
狀
況(

三)

財
產
狀
態
.(

四〕

琪
業
經
營
成
績(

五〕

罷
業
或
は
別
種
衝
突
琪
件
の
有
無
及
び
そ
の
^
實
の
經
過
或
は
結
泶 

第
十
六
條
紐
合
員
に
し
て
個
人
愦
独
或
は
刑
祺
關
係
等
に
ょ
り
て
、
法
廷
に
て
骄
判
を
受
け
、
或
は
警
察
に
枸
留
さ
れ
し
場
合
衆
を
聚
め
て
謂
願 

し
或
は
不
軌
の
行
励
に
出
ず
る
こ
ヾ」

を
⑶
ず
、
若
し
組
合
㈱
係
に
ょ
り
て
|

»
に
枸
禁
或
は
法
廷
に
て
游
判
を
受
く
る
場
合
に
は
袁
見
«
を
提
出 

す
べ
し
、
若
し
當
i

官
に
而
接
し
て
そ
の
意
見
を
陳
述
せ
ん
ヾ」

す
る
場
合
に
は
^
表
を
選
W
す
べ
く
組
合
は
怠
業
の
宣
言
、へ
又
は
密
令
す
る
こ 

€
を
得
ず

安
那
勞
働
紐
合
法
の
歴
史1

班 

®
こ

そ

2

九ーーー6



.

產
勞
働
組
合
法
の
歴
史一

.

班 

四
二
八

へ
一
九
t

)
r

n

p

r叙
合
.
^
或̂
は
決
議
が
^
令
に
逆
反
し
或
は
公
益
を
^
す
ミ
認
め
た
るv

き
は
行
政
宵
廳
は
之
を
取
消
す
こ
ミ
を
得

第7-

八
^

本
^
第
^
條

第
十
五
條
の
斯
项
に
關
し
糾
合
發
起
人
及
び
職
員
の
報
货
に
し
て
不
確
赏
又
は
金
く
報
代
の
な
き
も
の
は
所
^
行
政
宮 

廳
は
そ
の
事
S

據
る
報
：̂
證

前

蒙

：I

s足
を
命
令
す
る
こw

甚

*
そ
の
亨
M
韻

M、
或

は

補

足

輩

：
な
き
以
前

Q

證

合

の

行

励

は

本 

•̂
の
保
^
を
受
く
る
を
得
ず

 

.

r
-
r九
^

紐
合
に
し
て
^
し
エ
場
或
は
商
防
ょ
り
貨
物
の
賢
賈
手
數
料
或
は
税
金
を
徵
收
し
た
る
場
合
に
は
屑
傭
主
は
行
政
^
廳
に
報
ガ
し
こ
れ

.
を
収
消
さ
し
む
る
祺
を
捋
べ
し 

/

第
一1

十
條
糾
合
は
货
銀
の
堺
額
に
就
き
雞
ニ
.囘
耍
求
す
る
こ
|

妈
ず
毎
囘
の
耍
泶
は
原
エ
賃
の
十
分
の
ニ
を
超
過
す
る
こ
マJ

を
得
ざ
る
も
の

■ -V
」

す

r

H

i

斜̂4

•或
は
i

:

M

U

J

x
/n
lnt
i

#5?
Q
一
 

に
該
當
す
る
も
£0
.あ
ら
ぱ
損
铸
を
賠
償
す
る
外
、
ニ
百
兀
以
下
の
罰
金
こ
處
す
る
こ
ミ
を

I

.
得 

■:

(

こ
の
明
記
載
な
し〕

•
第
五
節
保
護

第
二
十
二
條K

籠
體
に
し
て
左
記
裳
の
一
を
犯
す
も
の
あ
ら
ば
損
齊
を
賠
償
す
る
外
酉
兀
以
下
の
罰
金
に
處
す
る
こ
ミ
を
傅 

(

一)

腊
樂
に
參
如
し
た
る
努
働
湃
を
解
屈
す
る
こ
ミ
を
傅
ず(

ニ)
勞
働
奔
の
紐
合
に
入
會
せ
る
の
故
を
以
て
之
を
解
厲
す
る
こ
ミ
を
街
ず 

(

三〕

勞
働
齊
の
組
合
に
人
會
せ
ざ
る
こ
ミ
或
は
そ
の
巡
會
を
も
つ
て
腐
傭
條
件
ミ
な
す
こ
ミ
を
傅
ず(

四)

罷
業
期

11
1
12
に
^
て
別
间
の
勞 

働
溝
そ
の
他
を
交
へ
て
@

す
る
こ
ミ
を
得
ず
、
但
し
そ
の
家
族
は
白
ら
操
作
に
從
郫
す
る
こ
ミ
を
得

第
二
十
三
條
姐
合
員
の
利
益
を
擁
_

す
る
た
め
の
站
金
、
勞
働
保
險
金
、.紐
合
員
貯
金
等
の
銀
行
に
预
命
せ
る
も
の
に
關
し
て
該
銀
行
の
陂
锩
せ 

る
場
合
は
こ
れ
等
预
金
に
對
し
紐
合
は
偟
先
的
賠
偾
を
要
求
す
る
の
權
利
を
有
す

第
二
十
四
條
糾
合
及
び
餌
合
員
の
管
理
す
る
左
記
谷
項
の
財
產
は
沒
收
す
る
こ
ミ
を
得
ず

(

ニ

糾

合

_

所
、
I

,
 

i
館
、
俱
樂
部
、
病
院
、
診
療
所
、
盡

、
消
費
‘

伐
宅
、
賢

缔

に

關

す

翁

嚣

合

I

の
動
賽
ぴ
不

励
產

c
l
a糾
合
員
の
利
益
の
擁
議
に
關
す
る
恶
金
、
勞
働
保
險
金
、
組
合
員
の
i?
i

金
等 

.

第
六
節
附
則

第
二
卜
五
條
.
凡
そ
刑
律
、
議
雜
中
に
制
限
せ
ら
る
、
聚
衆
、
集
合
等
の
條
文
は
本
法
に
適
用
せ
す

第
一1

卜
六
i

本
法
の
未
だ
公
相
せ
ら
れ
ざ
る
以
前
に
於
け
る
糾
合
及
び
厣
傭
主
間
に
締
結
せ
ら
れ
た
る
勞
働
協
約
は)」

ゎ
に
藉
口
し
て
联
的
す》」 

ぐ

」

を
得
ず

第
二
十
七
條
本
法
は
公
布
の
日
ょ
り
之
を
施
行
す

本
條
例
は
齡

暫

行

的
の
も
の
で
あ
る
が
、

大
體
に
於
て
前
揭
籠
公
布
の
組
合
法
の
_

に
據
つ
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
組
合 

吼
• 诚
を
產
業
M
織
と
な
す
こ
と
及
び
外
國Q

勞

雷

體

とQ

提
携
を
承
認
す
る
管

を

除
け
ば
、
柯
裁
手
富
會
の
啊
栽
以t

：

に
於
け
る

直
接
行
動
を
禁
じ
た
る
點
に
於
て
出
笆
し
て
ゐ
る
。

北
ハ
後
立
義
はS

合
法Q

处
子
を
な
す
諸
原
則
をS

め
政
治
會
議
に
楚
を
提
出
し
た
が
、
'
.そ
の
通
過
を
觅
る
に
及
ん
で
}

に̂
該2:5=̂

 

に
依
據
し
て
組
合
法
を
起
萆
し
、
十
八
年
九
月
第
五
十
一
次
#
議
に
提
出
し
た
。

こ
の
草
案
は
若
〒
の
修
:|
1*
が

划

へ

ら

れ

た

後

ィ

J

十
八

！！：

公
布
さ
れ
た
。
左
に
そ
の
圣
文
を
揭
げ
る
。

國
民
政
府
勞
慟
組
合
法(

H

會
法)

第

一

節

1-
J/
.

•

第

一

條

.凡
そ
同
一
產
荣
或
は
同
.一
議
に
從
事
す
S

女
努
雲
は
知
識Q

識
技
能
の
謹
坐
害
維
特
勞
働
條
件
及
ぴ
_

改
眷
の
^
^
の

皮
那
勞
働
組
合
法
の
歴
史
.l

.r
:

㈣

ー

一

力

(
一

九
三
き



4

支
那
i

s

法

の

歷

鐵
 

I

.
 

(

5

5

k

一
 

プ
才
以
J
に
し
て
現
？
業
務
に
從
背
す
る
讓
勞
礬
を
集
合
し
其
人
警
人
以
上
或
は
同1

職
業
勞
働
盡
五
十
人
以
上
を
有
す
る
寺

は

本

法

を

甯

し

て

組

合

を

組

織

す

る

こ

I

H

靈

_

働
I

議

I

糾

合

の

讓

は

別

に

命

令

を

以

て

之

を

定

む

.

"

第
二
條
勞
働
密
に
しF

左
記
I

Q1

を

具
ふ
I

は
同
一
職
業
或
は
亂
一讓
に

非

ず

f

其
の
紺
今
に
加
入
し
飢 

頭
主

或
は
そ
の
代
理
人
は
此
の
限

o
に
非
ず 

焉

を

t 

C

し

(
一.
)

曾
つ
て
其
組
合
の
響
の
爲
選
任
せ
ら
れ
た
る
者
，(

ニ)

曾
つ
て
同
5

業
或
は
獲
の
勞
働
奔
た
り
し
考

第
三
條
讓
の
行
政
、
交
通
，
I

、
I

I

,
國

靈
業
、
警

_

公
I

I
機
關
の
職
員
及
.び
爾
役
員
，i
本
法
こ
ょ
り
I
 

す
る
紐
合
を
援
用
す
る
こw

を
得
ず. 

.

H

第
四
條
紐
合
の
中
；管
監
臀
機
關
は
其
の
所
往
地
の
省
市
縣
政

府

2
爲
す

擊

I

織
は
第
一
條
に
.规
季
る
所
の
人
數
の
8

に
依
り
代
表
五
人
i

人
を
推
し
立
議
I

を
提
m
し
I

s

聖

f

添
へ
、髪

I

に
向
i

案
1

5

、
、響

8

|

_

|

を
_

し
た
i

f

旌
I

X

 く
若
し
そ
£

s

は

銎

の

I

f

 

£
む
る
場
合
に
は
更

正
後

の

 

尔

_

|

|

|

|

謙

|1
:

炙

條

同

1

1

內
に
f

同
一
議
の
勞
馨
或
は
同
一
讓
の
勞
働
茬
唯
一
個
の
紐
合
を
設
$

る
こ
ミ
I

 

,

1

組
合
の
i

、
親

、
創
I

I

磐

醫

麗

霧

議

定

鐘

起

人

I

碧

i

第
八
條
.
組
合
章
程
に
は
犮
記
の
辦
项
を
§
記
す
べ
し 

.

p
tw
及
^

^

^

^

. 
S)

.組
貪

冪

及

び

其

编

利

義

繁
—

_

組

貪

の

入

會

.

,
 

賢

の

I
定

C

七
レ
f

_

©

i

.

c

6

喜
及
び
其
他
會
計
規
定C
4
0

 
_
互

肋
0

業

の

規

定

2

0-)

章
程
變
更
办
規
定 

第
九
條
章
程
の
變

M

は
主
管
宮
锯
の
認
可
を
經
る
に
非
ら
ざ
れ
ば
効
力
を
發
生
せ
ず

第
十
條
紐
合
は
法
人
ミ
な
す

、
'紐
合
は
營
利
琪
業
を
營
む
こ
ミ
を
禅
ず 

’

第
十
一
條
級
合
に
は
现
辦
を
置
き
理
祺
は
組
合
員
中
よ
り
選
任
す
、
但
し
必
要
あ
る
時
は
主
管
官
襞
の
認
可
を
經
て
組
合
員
に
非
ら
ざ
る
^
を
選 

任
す
る
こ
ビ
を
得
、
理
琪
は
紐
合
ー
切
の
祺
務
を
處
理
し
外
部
に
對
し
て
組
合
を
代
表
す 

理
亊
の
代
表
權
に
對
す
る
制
限W

し
て
善
意
の
第
三
渚
に
對
抗
す
る
こW

を
得
ず 

第
十
二
條
糾
合
の
理
琪
或
は
其
他
の
代
理
人
は
'
f

執
行
の
爲
め
に
他
人
に
加
へ
た
る
損
帶
は
組
合
に
於
て
連
帶
賠
偾
の
實
任
を
負
ふ
べ
し
、 

但
し
勞
働
條
件
に
關
し
紐
合
員
を
し
て
協
同
せ
し
む
る
の
行
爲
或
は
組
合
員
の
行
爲
に
對
し
て
制
限
を
加
へ
或
は
屈
由
を
し
て
屈
俯
人
關
係
上
の 

損
密
を
與
へ
た
る
等
の
場
合
は
此
限
り
に
非
ず
、
紐
合
職
員
及
び
糾
合
員
"
私
人
の
對
外
行
爲
に
對
し
て
は
組
合
は
典
責
を
負
ふ
こ
ヾ」

な
し 

第
十
三
條
左
記
の
祺
项
は
組
合
員
大
會
或
は
代
表
大
會
の
決
議
を
經
べ
き
も
の
せ
す
'

(

一)

組
合
章
程
の
變
见

§

經

费

の

收

支

馨

Q

W

■
報
裳
び
收
支
決
弊
の

i
 (

四〕

勞
働
條
件
の
維
持
或
は
變
更(

五) 

■

の

設

立

管

費
び

！！：

分

.

(

六)

組
禽
公
典
琳
業
の
創
設(

七〕

組
合
聯
合
會
の
組
織
及
び
加
入
或
は
脱
退(

6

組
合
の
解
散
合 

併
或
は
分
立

第
十
四
條
紐
合
は
章
糚
或
は
大
會
の
決
議
に
よ
り
監
辦
を
設
骽
す
る
こ
ミ
を
^
、
監
珙
は
組
^

#計
簿
を
監
莶
#@|
辦
業
の
迆
行
狀
況
の
稽
密
及 

び
各
職
员
の
職
務
を
監
察
す
る
こ
ぞ
を
得
監
琪
は
紐
合
員
中
よ
力
之
を
選
仔
す
る
も
のW

す 

第
二

節

i

第
十
五
條
.紐
合
の
職
游
左
の
如
し 

.

、

C
1
)

園
體
協
約
の

I

、
修
改
或
は
廢

ih
似
し
主
管
官
襞
の
認
可
を
經
る
に
非
ら
ざ
れ
ば
効
力
を
發
坐
せ
ず

0

0
糾
合
員
の
職
榮
紹
介
及

安
那
勞
働
組
合
法
の
歴
史
一
班 

四

三

一

2
九
一
一
j
i



支
那
勞
働
紐
合
法
の
歷
史I

班 

四
三
二 

(
I

九
三
八
}

び
職
業
紹
介
所
の
設
置

(

一e

貯
菩
機
關
、
勞
働
保
險
、
麗
院
診
癖
所
及
び
托
兒
所
の
創
立

(

四〕

中；產
_

贊

信

圯

セ

靡

|

協
同 

紐
合C

合
作
社〕
の
組
織(

五〕

職
業
敎
育
及
び
其
他
勞
働
敎
育
の
創
立
經
營

(

六)

_
戡
館
、
新
閗
雜
誌
閱
覽
所
の
設
遛
ハ
セ

)

Mi

版
物 

の
刊
行

(

6

組
合
員
懇
親
會
，俱
樂
部
其
他
翁
の
娛
樂
設
備

(

九〕

組
合
或
は
組
.合
員
問
に
於
け

る
紛
糾
祺
件
の
調
停
處
理
ハ
ー
8 

勞
資
間
紛
糾
事
件
の
處
理

(

一一〕

勞
働
法
規
規
诺
の
改
廢
珙
项
に
關
し
て
行
政
機
關
、

法
院
及
び
立
佚
機
關
に
意
見
を
陳
述
し
並
に
行
改
俊
_
 

關
法
院
及
び
立
法
機
關
の
諮
詢
に
答
禝

す
る

こI

傅

(

ニ

び

勞
働
_

.證

活
經
濟
狀
況
の
調
茶

一及
び
就
業

失
業
並
に
勞
働
統

計
の
！！ 

製

C 
ニーD

其
他
工
作
狀
況
改
货
紐
合
員
の
利
益
堺
漼
亊
業
に
關
し
紐
合
に
於
て

前
記
諸

項
を
創
辦
せ
ず
或
は
帝
程
に
宠
む
る
所
の
盔
_
槳 

に
し
て
虫
管
祥
鹆
に
於
て
そ
の
創
始
の
必
要
あ
り

w

認
め
た
る
ミ
き
は
委
員
を
派
遺
し
て
之
を
協
肋
處
理
す
る
こ
过
を
得 

第
十
六
條
第
三
條
に
列
記
せ
る
■

辦
業
に
從
祺

す
る

勞
働
漪
は
園
髖
協
約
權
を
苻
せ
ず
，

第
十
七
條
紐
合
は
組
合
員
に
對
し
て
紐
合
資
を
徵
收
す

る

こ

ミ
を
得
、入
會
費
は
毎
一
人
一
元
を
超
過
す
る
こ
ミ
を
得
ず
、
經
常
會
费
は
t

合
員 

收
入
の
•鼻

の

ニ

を

超

学

る

こ

w

を

学

、特

黑

金

"臨
_

集
金
或
は
株
金
は
春
嘉
に
■

許
何
を
傅
た
る
後
徵
收
す
べ
き
も
の
ミ
す

第
十
八
條
韵
合
は
六
ヶ
月
毎
に
其
財
產
狀
況
を
紐
合
員
に

報
带
す
べ

し
、
組
合
員
十
分
の
.一
以
上
の
速
袈
を
得
た
る
場
合
に
は
代
表
を
派
し
て
紐 

合
の
財
產
狀
況
を
調
迤
す
る
こw

を
得
'

第
三
節
監
督

第
十
九
條
勞
働
湃
は
只
だ
同

一
職
業
或
は
同
一
產
業
の
紐
合
に
加
入
す
る
こ
ミ
を
得

贫
ニ T

條
甜
合
は
努
働
游
を
^
迪
し
て
入
會
せ
し
め
其
逛
會
を
阻
土
す
る
こ
ミ
を
揭
ず
、
組
合
は
法
律
章
程
上
組
合
員
た
る
資
格
あ
る
者
の
入
會

を
担
絕
す
る
こ
ミ
を
禅
ず
、
亦
法
律
軍
程
上
の
無
資
格
者
を
入
會
せ
し
む
る
こ
ミ
を
得
ず
、
組
合
は
入
會
せ
ざ
る
勞
働
者
の
工
作
を
妨
辑
す
る
こ 

w

を
^
ず

贺
二
十1

條
紐
合
員
は
隨
時
糾
合
を
返
會
す
る
こw

を
得
る
も
紐
合
窜
程
に
定
む
る
所
め
'退
窗
豫
佐
期
間
あ
る
も
の
ほ
先
ず
其
退
會
を
潫
街
す
べ

く
前
項
豫
带
期
間
は

一

ヶ
月
を
超
過
す
る
こ
ミ
を
得
ず 

第
二
十
二
條
.

紐
合
の
組
合
員
に
對
す
る
罰
金
は
三
日
間
の
エ
作
の
賃
銀
を
超
過
す
る
こ
2

を
#

ず
、
又
紐
合
に
し
て
疋
當
の
理
山
な
く
或
は
糾
合

■員
の
三
分
の
ニ
以
上
の
同
意
を
得
ず
し
.で
紐
.合
員
を
除
名
す
る
.こ
ミ
を
得
ざ
る
も
の
.マ

」

す

第
一
一
十
三
條
勞
資
間
の
紛
糾
に
際
し
.て
は
調
停
仲
裁
等
の
手
f

を
經 

> 觅
に
糾
貪
大
會
に
於
て
無
記
名
■

に
ょ
o

i
組
合
の
雰
の
一
一

以
上
の
M

s
得
.る

に
非
ら
ざ
れ
ば
S

を
蕃
す
る

こ
.I

得
ず
、
S

"

S

Hに
隙
し
て
公
典
秧
序
の
安
寧
を
妨
害
し
麗
或
は
他
人
の
虫

命
财
產
に
危
银
を
加
ふ
る
こ
T?
を
得
ず
、
紐
合
は
標
準
货
銀
を
.超
過
し
た
る
堺
給
を
要
求
す
る
こ
2

を

得
ず
、
而
し
て
第
三
條
に
列
擧
せ

る

#
辦

業
勞
働
莕
の
紐
合
す
る
糾
織
は
褪

H

を
宣
言
す
る
こ
ミ
を
得
ず

'

第
二
十
四
，傾

S

翕

■

は
现
_

他
職
員
に
變
；
§

る
時
は
植
に
春
嘉
に
龜
し

a
:
_暮
ょ
り
ニ
籠
以

W
に
之
を
公
带
し
其
公
带

，前
に
’在
っ
て
は
邶
變

II

を
以
て
第
三
奔
に
對
抗
す
る
こ

w

を
得
ず：

-

"
 

第
二
十
五
條
組
合
は
設
立
許
诃
を
祺
た
る
後
空
白
の
紺
合
員
名
簿
及
び
會
計
簿
各
ー
一
部
を
主
管
宵
耦
に
提

iu
し
捺
印
を
謂
求
す
ベ
し
、
新
帳
簿
使 

用
の
際
亦
同
じ
、前
项
紺
合
員
名
簿
及
び
會
計
簿
は
記
載
後
一

.は
會
所
に
一
は
春

{暴
に
納
め
、組
合
員
名
簿
に
は
組
合
員
の
姓

^
人
物
、
入
會 

货
日
、就
榮
場
所
及
び
茲
業
、失
槳
、
移
動
、
死
亡
、
傷
齊
の
狀
況
等
を
記
載
し
、
會
計
簿
の
收
入
記
載
は
別
に
典
謹
霞
を
戀
靈
を 

附
し
、
^
し
生
管
宵
题
に
於
て
必
要

W

認
む
る
場
合
に
は
紐
合
を
し
て
會
計
師
を
頭
用
せ
し
め
之
を
鑑
迤
す
る
こ
を̂
得 

第n

十
六
條
.
糾
合
は
©
部
六
月
及
び
十

.ニ
月
中
に
左
記
谷
项
の
表
册
帳
簿
皇
管
官
諧
に
驺
報
す
べ
し
、
若
し

.主
管
官
磐
に
し
て
必
要
&
む
る 

時
は
糾
合
を
し
て
隨
時
報
钳
せ
し
む

.るこ

.ミ

を

得

•

(

一)

.職
員
の
姓
名
腹
賭

C
1
.
D

紐
合
員
^
簿
.a 
一.

r
>

會
計
簿
：：(

四)

事
業
經
營
の
狀
況
、各
種
紛
糾
琪
件
の
經
過 

第
ニ
十
七
條
紐
合
職
員
或
は
組
合
員
は
左
記
各
孭
の
行
爲
ぁ
る
こ
ぜ
を
得
ず

，
‘

C
1
)

商
庙
或
は
工
場
の
封
鎖(

ニ〕

磨

工
場
の
貨
物
器
眞
の
裴
或
は
毀
損
3
1>
勞

働

荽

び

麗

の

籠

或

は

議

(

四)

.斑

支
那
勞
働
糾
合
法
の
膝
史
.一

班 

0
ーー
|ユ
，

■(
l
i
h
o



文
那
勞
働
糾
合
法
の
歷
史
ー
班

：

, 

'
四

三

四

C.1

九
四0

)
.
生
の
履
用
及
び
勞
働
者
紹
介
の
制
限(

五
> 
集
會
或
錄
行
に
際
し
武
器
を
揽
帶
す
る
5

/ (

六
V
勞
働
者
に
對
す
る
金
錢
の
强
要(

セ〕 

組
合
員
怠
S

命

令(

八)

擅
に
規
定
外
の
徵
收
或
は
寄
附
を
爲
さ
し
む
る
5
J 

第
二
十
八
條
組
合
の
選
擧
或
は
決
議
に
し
て
法
令
或
は
章
程
に
違
反
す
る
も
の
あ
る
時
は
主
管
官
霞
之
を
取
肖
す
こ
こ
ミ
を
得 

贫
ニ 7"

九
條
斜
合
寒
籽
の
法
令
に
違
反
あ
り
^
認
む
る
時
は
主
管
官
磐
は
其
變
更
を
命
ず
る
こ
^
を
^

第
三
十
條
前
ニ
條
の
處
分
に
不
服
あ
る
時
は
訴
亂
を
提
起
す
る
こ
ミ
を
得
、
但
_
願
の
提
起
は
當
分
決
定
の
日
ょ
り
起
算
し
三
十
日
以
闪
に
之 

.

.を
爲
す
べ
し

第

四

節

保

_

第
三
十一

0
屈
主
或
は
其
代
理
人
は
勞
働
者
の
組
貪
或
は
其
職
員
な
る
の
故
を
以
て
其
爾
を
拒
絕
し
或
は
醫
し
亦
は
不
利
益
な
る
待
里
を 

爲
す
こ
ミ
を
得
ず

證

十

ニ

條

屋

f

其
代
理
人
は
I

若
に
對
し
て
組
合
の
職
務
を
證
せ
ず
組
合
に
入
會
せ
ず
或
は
脫
會
を
以
て
一
屈
用
條
件
ミ
な
す
こ
I
 

得
ず

望

十

三

條
i

或
は
其
代
理
人
は
勞
資
紛
糾
の
調
停
仲
裁
期
間
内
に
於
て
勞
働
若
を
解
扉
す
る
こ
ミ
を
得
ず 

第
一
一

一

十

四

條

組

合

は

所

傅

稅

、
營
槳
税
及
び
登
記
稅
を
免
除
す

證

十
I

紐
合
は
l

i

破
產
し
た
る
時
は
、
其
財
產
に
對
し
て
、
優
先
支
拂
の
權
利
を
有
す

第
一
一

一

十

六

條

糾

合

の

所

苻

に

係

る

宏

記

各

孭

の

.財
產
は
之
を
沒
收
す
る
こ
ミ
を
得
ず

 

、

C

一)

會
所
"
學
校
、
圖

霞

，
書
報
社
、
俱
樂
部
、
醫
院
診
療
所
、
托
兒
所
、
生
產
消
費
.住
宅
賢
等
の
合
作
社
の
動
產
及
び
不
1

0D

姐 

合
恶
金
、
勞
働
保
險
金
.

'.
绾
芄
節 

:

第1

二
十
七
條
紐
合
に
し
て
左
記
の
諸
項
の
一
に
談
當
す
る
も
の
あ
る
時
は
、m
t
官
镌
は
之
を
解
散
せ
し
む
る
こ
ミ
を
#

(
一
〕

存
立
の
■栽
本
要
件
を
具
備
せ
ざ
る
も
の
ハ
ニ)

前
大
な
石
法
規
上
の
違
反
あ

o
た
る
者
卜(1

一

D

安
寧
秩
序
を
戚
壞
し
或
は
公
益
に
妨

'

害
あ
りw

認
め
た
る
若

第
三
十
八
條

組
合
は
前
條
命
令
に
依
る
外
、
左
記
珙
由
の
一
に
ょ
り
解
散
を
宣
诉
す
る
こ
ミ
を
得

(

一)

.

の

解

散

議

但

し

春

嘉

の

認

T5
J
を
得
る
を
要
す
§

章
程

-

g
：

に

鋈

す

る

解

散

潔

の

殺

生

G

6紺
合

の

藝(

S

組
合
員
數
の
不
足(

五〕

組
合
合
併
或
は
分
立 

證
十
九
條
組
合
の
合
併
或
は
分
立
は
關
係
翕
合
の
紐
合
員
の
ニ
分
の
一
.以
上
の
同
意
を
置
つ
生
管
慕
の
認
可
を
得
べ
し 

第
四
十
條
合
併
後
繼
續
存
扭
し
或
は
新
成
立
の
組
合
は
合
併
の
_
め
消
滅
し
た
る
組
合
の
權
利
義
務
を
繼
承
す
分
立
に
ょ
り
成
立
し
た
る
轱
合 

は
分
立
の
德
に
消
滅
し
た
る
組
合
授
分
立
後
獲
存
在
す
る
組
合
の
權
利
_

の
一
部
分
を
■

す
べ
く
右
S

合
は
分
妾
決
議
し
た
る

時
之
を
決
議
す
べ
し
但
し
虫
管
官
鏞
の
認
可
を
得
る
を
要
す 

第
四
十一

0

組
合
は
そ
の
合
併
又
は
分
立
前
に
於
て
譲
權
者
に
公
齿
し
S
月
以
上
の一

定
期
間S

に
於
て
異
議
を
聲
明
す
べ
し
但
し
已
知
の 

撬
器
に
對
し
て
は
指
浴
し
て
之
を
催
享
べ
し
撬
S

襲
の
一
定
期
間
內
に
議
を
聲
阴
し
た
る
時
は
紐
合
は
先
ず
其
淸
第
或
は
相
當
の 

擔
保
を
行
ふ
に
非
ら
ざ
れ
ば
合
併
或
は
分
立
す
る
こ
I

得
ず
、
前
議
の
規
宏
に
變
し
て
合
併
或
は
分
立
し
た
る
褒
は
之
を
以
て
該
霞
人 

i
i

對
抗
す
る
こ
.

W

を
得
ず

第

四

十

ニ

條M

f
解
散
は
命
令
に
ょ
る
解
散
の
外
は
、
i

間
以
內
に
其
解
散
の
理
凼
及
苹
月
日
を
主
管
官
磐
に
報
莩
べ
し 

證
十
三
條
組
合
の
解
散
、
翕

"
分
立
或
は
破
產
を
除
く
の
外
は
其
財
產
は
速
に
淸
響
行4

ベ
し
前
銎
淸

S

民
法
法
人
の
證
に
依
る

第

四

十

四

條

錾

盤

涹

霧

'を
靈

し
た
る
毖

の

醫

©
霞

S

議

の

謹

§

_

の

議

に

依

备

k

褰

び

議

な

き

時

は
該
組
合
加
入
の
組
合
聯
合
會
に
歸
屬
し
糾
合
聯
合
會
に
加
入
せ
ざ
る
も
の
は
組
合
所
在
地
地
方
の
自
治
團
に
歸
颶
す

I

勞
働
組
合
法
の
歷
史
ー
班 

四

コ

ー

五

(

一
九
四
一

)



史

雪

I

合
法
I

史一.

班 

四

三

六

P
九
四
ニ)

第
六
節
聯
合
• 

.

:

第

!̂
十

菡

組

合

は

紐

貪

内

の

知

變

能

を

霊

し

生

產

の

發

.達
を
：S

爲
め
の
.互

装

業

を

響

す

る
爲
め
に
同
一
產
業
或
I

s

紐
今

• 1

$

ん
ミ
す
る
時
馨
關
係
組
合
を
召
集
して
聯
合
大
會
を
開
4

程
を
隱

し

蒙
I

春
裏
の
認
可
を
經
べ
し
、
I

聯
合
f
 

.前
ニ
项
の
規
定
を
除
く
.の
外
は
本
法
の
組
合
に

關
す
る
規
窘
罱
す 

丨

第
罕
六
條
紐
合
は
政
府
の
認
可
を

得
る
に
非
ら
ざ
れ
ば
外
國
の
如
何
な
る
組
合
f

職
合
す
る
こ
ミ
を
得
ず

.第

七

節

剖

則

.

,

第
四
十
七
條
I

贊

或

は

I

員
に
し
て
第
二
十
七
馨
項
の
行
爲
のI

あ
り
^
る
I

雾
以
下
の
罰
金
に
處K

を
犯
し
た
l

i

時

は

刑

法

に

依

り

て

之

を

罰

す

:

!

第
四
十
八
條
屈
中
-或

は

代

理

人

に

し

て

證

十

二

條

の

蟹

に

變

し

努

馨

を
解
屈
し
たる
時
は
三
葛

以
下
の
罰
金
に
處
す 

第
四
十I

讓
或
は
代
理
人
に
し
5

三
土
一
條
の
靈
崖
反
し
奮
S

解
雇
し
た
る
時
は
_

|

一
名
に
？

十
费
上
W
元
以
ド

,•の
哥
金
に
陶
す
る
こ
7£
を
^

第
：A
十
條
紐
合
の
理
雄
に
し
，て
左
記
各
项
の一

に
該
當
し
た
る
若
あ
る
時

は

晃

以
下
の
罰
.金
逢
す
る
こl

a
v

s
 
I

十

二

條

第

二

十

四

條

第

四

十

.
一
一
條

l

:

i條
S

項
に
關
し
馨
を
爲
さ
I

か
虛
偽
の
報
带
を
爲
し
た
る
者(

5

策
二
卜 

71
:條
の
规
宠
及
び
第
二
十
九
條
の
命
令
に
違
反
し
た
る
若 

,

‘

第
八
節
.
附
則

费
五
十
一
^

本
法
施
行
前
巳
に
成
立
し
た
る
組
合
は
本
法
施
行
の
日
よ
り
蒙
し
ニ
ケ
月
以
內
に
變
條
の
手
續
に
よ
り
新
に
立
案
す
べ
し

第
五

j

1條
本
过
施
行

f
同
一
區
域
内
に
巳
に
ニ
個
以
上
の
同
一
產
業
或
は
苘
一
職
業
組
合
を
狩
す
る
時
は
本
法
施
行
の
日
よ
り
起
^
し
二
ヶ2- 

,
以
內
に

.<
&を
行
ふ
べ
し

'
.

第
五
十
一
ー
一
條
本
法
施
行
期
日
は
命
令
を
以
て
之
を
定
む

こ
れ
ま
で
述
べ
來
つ
た
各
紐
合
法
を
通
觀
す
る
と
き
、
支
那
政
府
の
勞
働
政
策
が
時
々
の
政
權
を
背
景
と
し
て
如
何
に
違
っ
て
ゐ
た 

か
が
明
*m

に
■

取
さ
れ
る
。
霞
國
民
政
府
の
夫
れ
は
聯
俄
、
容
共
、
■農H

の
■三
大
政
策
か
ら
出
發
し
て
勞
働
紫
階
級
を
E

力
と
す 

る
國
民
革
命
の
達
成
に
邁
進
せ
る
時
代
の
產
物
で
あ
っ
て
最
も
急
進
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
謂
ゆ
る
淸
m

後
に
出
來
し
た
る
國

g
政
府 

の
夫
れ
は
ブ
ル
ジ

3
虽

穷

義

-̂
命
の
達
成
後
に
於
け
る
國s

政
府
の
逆
轉
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
北1 

裘
府

s

夫
は
ロ

ふ
ま
で
も
な
く
封
建
軍
間
の
反
動
政
笟
の
現
は
れ
で
あ
っ
た
。

'

附
記
。
余
は
職
て
議
改
造
に
支
那
の
勞
働
間
題
に
關
す
る一

い
ふ
議
を
寄
せ
た
こ
ミ
が
あ
る(

犬
H
十
四
部
八
月
號〕

。
こ
の
時
か
ら 

七
f

經
過
し
た
る
支
那
の
勞
働
不
安
は
、
诙 
一
#
、
赤
扭
に
的
っ
て
進
み
っ
、
あ
る
。
霞
立
法
の
方
而
で
は
糾
合
法
以
外
に
エ
場
法 

H

場
檢
赉
法
、
勞
资
&
議
處
理
法
典
他
が
制
突
ム
布
さ
れ
て
ゐ
る
。
七
苹
前
ミ
は
支
那
の
勞
働
は
世
界
が
違
っ
た
ほ
ど
の
感
か
あ
る
の
で 

玆
に
糾
合
の
蟹
を
筆
に
し
た
次
第
で
あ
る
。
因
に
本
文
中
の
條
例
文
は
余
が
I

室
の
兆
上
S

莉
S

文
に
多
少
校
f

加
へ
た
も 

の
で
あ
る
G
S

支

S

働
紺
合

S

S

5
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